
 

令和７年度 第１回 四街道市子ども・子育て会議 次第 

 

 

 

日時：令和７年１１月１２日（水） 

１０：００～ 

会場：保健センター３階大会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議  題 

 

①四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～の令和６年度 

 の評価について 

【資料１～２】 

 

②四街道市こども計画の一部変更について  

【資料３、参考資料１】 

 

③保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について 

【資料４、参考資料２】 

 

 

 

４ そ の 他 

 

５ 閉  会 
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四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～ 

の評価概要について（令和６年度） 
 

四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～（計画期間：令和２年度～６

年度）については、令和６年度の取り組みにより５年間の計画期間を終了しました。 

計画に位置づけられている１１９施策について、令和６年度の実施状況及び目標値が設定さ

れている施策については実績値を確認し、４段階で評価を行い、次のとおり整理しました。 

 

１．評価の状況 

評価 施策数 割合 

◎：計画より進んでいる ４施策 ３．４％ 

○：計画どおり １１４施策 ９５．８％ 

△：計画よりやや遅れている １施策 ０．８％ 

×：計画より非常に遅れている ０施策 ０．０％ 

計 １１９施策 １００．０％ 

 

２．計画より進んでいる施策 

 

４施策（３．４％）が、計画より進んでいます。 

 

施策名 評価の概要 

時間外保育事業 

【1-2-(2)-①】 

■保育課（◎…計画より進んでいる） 

市内保育所等全園において、７時～19 時（１園は 20 時）までの延長保育

を実施し、利用実人数は目標値を上回りました。 

・利用実人数：1,135 人（目標値：581 人） 

子育て短期支援事業

【1-2-(2)-⑦】 

■保育課（◎…計画より進んでいる） 

保護者の疾病や仕事の都合などにより児童の養護が一時的に必要となった

場合などに児童を預かる子育て短期支援事業について、市内外の民間事業

者への委託により実施し、利用延人数は目標値を上回りました。 

・利用延人数：207 人（目標値：30 人） 

こどもルームの充実

【3-1-(1)-①】 

■保育課（◎…計画より進んでいる） 

市内 25 か所で、こどもルームの運営を民間事業者への委託により実施

し、定員数は数値目標を上回りました。 

令和６年度平均在籍児童数（年間延在籍児童数/12 か月）：1,062 人 

・定員数：1,089 人（目標値：1,054 人） 

交通安全教室・交通

安全運動の推進 

【5-1-(2)-①】 

■自治振興課（◎…計画より進んでいる） 

幼児、小中高生、ＰＴＡの方々を対象に交通安全教室を開催し、交通安全

知識を習得できるように努めました。 

市民への交通安全意識の向上と交通安全思想の普及を目的に、警察署、地

域などと協力・連携を図り、交通安全運動を中心とした各種啓発運動を展

開しました。実施回数、対象人数ともに目標値を上回りました。 

・実施回数：84回（目標値：47回） 

・対象人数：5,849 人（目標値：5,500 人） 

資料１ 

令和７年度第１回子ども・子育て会議 
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３．計画より遅れている施策 

 

１施策（０．８％）が、やや遅れています。 

 

施策名 評価の概要 

外出しやすい環境の

整備 

【5-1-(1)-④】 

■子育て支援課（△…やや遅れている） 

授乳やおむつ替えができる「赤ちゃんの駅」の登録施設の随時募集及び登

録した施設をホームページで掲載し情報提供を行いましたが、新規登録施

設を増やすことはできませんでした。 

・登録数：14 か所（うち、新規登録数：0か所）（目標値：20か所） 

 
 



四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～進行管理シート　令和６年度実績
◎ 2施策

基本方針１　多様な子育て支援の充実 ○ 27施策
基本施策１．就学前の教育・保育の充実 △ 0施策
基本施策２．地域における子育て支援の充実 × 0施策

                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※複数の担当課がある場合は、総合評価を記載（各担当課の評価は「評価の根拠」に記載）

※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

１ １．

(1)教育・保
育の提供
体制の確
保

①教育・保
育の提供

待機児童の状況に加え、国の幼
児教育・保育の無償化の動向等を
注視し、保育所の設置等、必要に
応じた整備を実施します。

保育課

保育所２か所の整備（いずれも小規模保育事
業所からの移行）及び既存保育所等の定員増
加により、新たに75人の保育定員を確保する
ことができました。

有 ○

概ね計画どおり事業を実施することができた
ため。

１ １．
(2)教育・保
育の一体
的提供

①認定こど
も園の普及

認定こども園への移行に係る支援
制度の紹介や必要な支援を行うこ
とで、園が抱える疑問点や不安の
解消を図り、私立幼稚園からの移
行を促進します。

保育課

市が主催する私立幼稚園全園会議において、
認定こども園への移行に関する資料を配布
し、市内幼稚園５園に対し支援制度について
説明しました。 ― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．
(2)教育・保
育の一体
的提供

②保幼小
連携・接続
の推進

教育・保育の連続性や一貫性を確
保するため、子どもの成長に関す
る情報交換や交流の機会を充実
させ、小学校へ円滑に接続できる
よう指導のあり方の共通理解など
を図ります。
また、生活や学びにおける指導方
法の工夫や改善に努め、研修など
の機会で円滑な接続の重要性を
捉えるとともに、交流活動の充実
を図ります。

保育課

子ども・子育て支援法に基づく指導監査にお
いて、四街道市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基準を定め
る条例第11条に定める小学校等との連携が
図られているか確認しました。
・指導対象：市内保育所等：17か所
　（うち連携状況に改善を要するもの：０件）

―

【保育課：○】
計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．
(2)教育・保
育の一体
的提供

②保幼小
連携・接続
の推進

教育・保育の連続性や一貫性を確
保するため、子どもの成長に関す
る情報交換や交流の機会を充実
させ、小学校へ円滑に接続できる
よう指導のあり方の共通理解など
を図ります。
また、生活や学びにおける指導方
法の工夫や改善に努め、研修など
の機会で円滑な接続の重要性を
捉えるとともに、交流活動の充実
を図ります。

指導課

保幼小連携教育のあり方について理解を深め
るとともに、互いに連携し発達段階に応じた指
導ができるよう、保育所（園）、幼稚園、小学校
それぞれの保育・教育を理解し、効果的な連
携のあり方について協議する機会として、７月
に「保幼小連携教育研修会」を開催しました。
［参加対象］
各所（園）：　管理職１名・職員１名
各小学校：　管理職１名・保幼小コーディネー
ター１名

―

【指導課：○】
研修会において、教育・保育の連続性を念頭
に置き、保幼小それぞれの時期に育成する力
の指導方法等について県幼児教育アドバイ
ザーや北総教育事務所指導主事を講師に研
修し、共通理解を図ることができたため。

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

○

資料２

令和７年度第１回子ども・子育て会議



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

１ １．
(3)幼児教
育・保育の
質の確保

①教育・保
育施設等
への指導
等

子ども・子育て支援法に基づく指
導監査及び児童福祉法施行令に
基づく保育所等に対する行政指導
監査を実施し、法令の基準を満た
しているかどうかについて定期的
に実地検査を実施し指導を行いま
す。

保育課

子ども・子育て支援法に基づく指導監査につ
いては、市内保育所等17か所を対象に、児童
福祉法に基づく指導監査については、市内小
規模保育事業所10か所を対象に、それぞれ実
施しました。
（うち教育・保育の質について改善を要するも
の：４件（特定地域型１件、家庭的３件、うち１
件は共通）　※全て改善済み）

― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．
(3)幼児教
育・保育の
質の確保

②幼児教
育・保育の
質の確保に
向けた体制
整備

保育士の処遇改善等による必要
な職員の確保及び教育・保育に関
する専門性を有する幼児教育アド
バイザーの配置・派遣等により職
員の資質・専門性の向上に努めま
す。

保育課

保育人材の確保と定着を図るため、保育士及
び保育教諭に対する補助金を、私立保育園等
35か所に交付しました。
・交付金額：11,998,000円
また、私立幼稚園が実施する教育研究大会等
に対し、幼児教育振興費補助金を交付しまし
た。
・交付金額：720,000円
・交付対象：四街道市学校法人立幼稚園協会
加えて、幼児教育アドバイザーの派遣事業（県
事業）について、市内教育・保育施設等への
周知を行いました。

― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．

(4)幼児教
育・保育の
保護者負
担の軽減

①幼児教
育・保育の
無償化

３～５歳及び低所得世帯の０～２
歳の幼稚園、保育所、認定こども
園などを利用する子どもの保護者
に対し、その利用料の無償化を行
います。
（施設等利用給付のうち新制度へ
移行していない幼稚園の月額保育
料等は現物給付で行います。その
他の給付については償還払いで
行います。）

保育課

特定子ども・子育て支援施設等（幼稚園・認可
外保育施設等）を利用する児童の保護者に対
して、無償化対象となる利用料等の相当額を
支給しました。
・支給延人数：13,713人
・総支給額：271,220,450円 ― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．

(4)幼児教
育・保育の
保護者負
担の軽減

②実費徴
収に係る補
足給付事
業

各施設事業者において実費徴収
を行うことができるとされている食
事の提供に要する費用及び日用
品、文房具等の購入に要する費用
等について、低所得者等を対象に
費用の一部を補助します。

保育課

年収360万円未満相当の低所得者、第３子以
降及び生活保護法による被保護世帯等を対
象に、実費徴収に係る補足給付事業を実施す
ることで経済的支援を行うことができました。
・支給件数：70件		
・支給額：1,001,642円

― ○

計画どおり事業を実施することができたため。



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

１ １．

(4)幼児教
育・保育の
保護者負
担の軽減

③多様な事
業者の参
入促進・能
力活用事
業

小学校就学前の子どもを対象とし
た多様な集団活動であって、地域
において重要な役割を果たしてい
ると認められる事業の利用者に対
し、当該事業における利用料の一
部を補助します。

保育課

対象事業の利用者７人に対し、利用料の一部
を補助しました。
・支給件数：84件（７人×12か月分）
・支給額：1,680,000円（84件×20,000円） ― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ ２．
(1)相談体
制・情報提
供の充実

①利用者
支援事業
（子育てコ
ンシェル
ジュ）

子ども及びその保護者など、また
妊娠している方が身近な場所で、
教育・保育施設や地域の子育て支
援事業などを円滑に利用できるよ
う、子育てコンシェルジュを配置し
支援します。
また、さまざまなニーズに一元的
な情報提供ができるよう、関係機
関などと連携を図るとともに、利用
支援のための適切な窓口の紹介
などを行います。

保育課

子育てコンシェルジュを配置することで、保護
者のニーズに合わせた適切な相談・支援をす
ることができました。
≪窓口受付件数≫
・保育関係：3,048件
・こどもルーム関係：777件
・幼稚園関係：422件
・ファミサポ・支援Ｃ関係：151件
・子育て支援関係：466件
・他課関係：368件
・その他：297件
・合計：5,529件

有 ○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ ２．
(1)相談体
制・情報提
供の充実

②子育て支
援情報の
充実

各種の子育て支援サービスなどが
十分周知されるよう、子育てガイド
ブックを作成し、子育て家庭や各
種団体に配布するとともに、ス
マートフォンやタブレットからもアク
セスしやすい電子書籍版を公開し
ます。
市のホームページにおいては、掲
載内容を充実し、発信機能を高め
ていきます。
特に、子育てサロンや子育てサー
クルなどの情報提供を強化し、子
育て世代の交流の活性化を促進
します。

子育て支援
課

子育て情報ブック「すくすく」の改訂版作成に
向けて、作業に着手しました。

― ○

計画していた事業を実施することができたた
め。



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

１ ２．
(1)相談体
制・情報提
供の充実

③保健セン
ター等にお
ける相談体
制の充実

子育て電話相談を常設し、随時、
相談を受け付け、子育ての疑問や
不安の解消に努めるとともに、気
軽に相談できる場として周知を進
めます。
また、親の子育てへの負担感や子
どもの発達への不安がある等、継
続した支援が必要な場合には、小
児科医、臨床心理士、言語聴覚
士、保健師などが連携し、随時、
相談や支援などを展開します。

健康増進
課

月曜日から金曜日の平日８時30分から17時15
分の間、保護者からの育児相談を電話にて受
け付けています。相談内容は例年通り、身体
面・栄養面・精神発達面が全体の6割を占めて
います。年齢別にみると、乳児では身体面・栄
養面が全体の8割、幼児・小学生では精神発
達面や言葉、生活、しつけなど集団に入って
からの困り感に起因する相談が占めていま
す。
匿名の相談が基本ですが、必要に応じて相談
者の許可のもと地区担当保健師による支援に
つなげています。
・相談延人数：137人
・相談件数：180件

― ○

相談件数は前年度より減少していますが、匿
名で種種多様な相談について保護者が気軽
に相談ができる場として十分機能しているた
め。

１ ２．
(1)相談体
制・情報提
供の充実

④家庭児
童相談

家庭児童相談員やケースワー
カーなどにより、さまざまな問題を
抱える家庭の相談、助言、支援、
情報提供などを行います。心の問
題に対する援助が必要な場合は、
臨床心理士が相談に応じます。

子育て支援
課

家庭児童相談員やケースワーカーなどによ
り、さまざまな問題を抱える家庭からの相談に
応じました。
・家庭児童相談件数：484件
・臨床心理士面接件数：3件

― ○

計画していた家庭におけるさまざまな相談に
応じることができたため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

①時間外
保育事業

市内保育所等全園において、７時
～19時（１園は20時）までの延長
保育を実施します。 保育課

市内保育所等全園において、７時～19時（一
部は20時）までの延長保育を実施しました。

有 ◎

数値目標を上回る利用があったため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

②休日保
育の実施

日曜日などの休日に保育所等で
保育を行う休日保育の実施に向け
て、体制を整備していきます。 保育課

休日保育を実施する保育所に対し、運営費の
支給を行いました
・実施か所数：１か所
・利用延人数：66人

― ○

計画通りに事業を実施することができたため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

③一時預
かり（幼稚
園等におけ
る在園児の
預かり保
育）

私立幼稚園等が行う教育時間の
前後や夏季等の長期休業期間に
行う一時預かり（預かり保育）の支
援を行います。 保育課

幼稚園においては夏季等長期休業期間中
の、認定こども園においては通常の教育時間
の前後の一時預かり等について充実を図るた
めの補助を行いました。
・交付金額：12,910,820円

有 ○

概ね計画どおり事業を実施することができた
ため。



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

④一時預
かり（保育
所等の一
時保育等）

公立保育所２園において一時保育
を実施するとともに、私立保育園
が行う一時保育事業を支援しま
す。
３市連携による相互利用も継続し
ます。

保育課

千代田保育所において一時保育を実施しまし
た。
なお、中央保育所においては、保育士不足に
より事業を休止しました。
また、一時預かり事業の充実を図るため、私
立保育所等５か所に対し補助金を交付しまし
た。
・交付金額：11,577,894円

有 ○

数値目標を下回る利用となったが、受入体制
は確保しており、需要が見込みを下回ったこと
によるものと見込まれるため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

⑤地域子
育て支援拠
点事業（子
育て支援セ
ンター）

市内保育所等で地域子育て支援
拠点（子育て支援センター）事業を
運営・運営支援するとともに、未実
施園、新設保育園に対し、同施設
の併設を働きかけます。 保育課

地域において子育て、親子の交流等の充実を
図るため、私立保育所等12か所に対して補助
金を交付しました。
・交付金額：81,947,928円

有 ○

概ね計画どおり事業を実施することができた
ため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

⑥病児・病
後児保育
の充実

病気や病気回復期の乳児～児童
を対象とした病児・病後児保育に
ついて、運営事業者と連携し、体
制の充実に努めます。

保育課

保育士不足により令和６年６月10日まで事業
を休止しておりましたが、翌日からは再開し、
年度末まで継続して実施しました。
・利用児童数：病児49人、病後児０人
・受入可能人数：病児603人日、病後児603人
日

有 ○

概ね計画どおり事業を実施することができた
ため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

⑦子育て短
期支援事
業

保護者の疾病や仕事の都合など
により児童の養護が一時的に必
要となった場合などに、児童を児
童養護施設等で一時的に預かる
子育て短期支援事業を実施しま
す。

保育課

市内外の民間事業者への事業委託により、対
象児童の短期入所を実施しました。
・利用延人数：207人日

有 ◎

数値目標を上回る利用があったため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

⑧私立幼
稚園等特
別支援教
育運営費
補助

特別支援を要する子どもを受け入
れている市内幼稚園等に対して、
特別支援教育運営費を補助しま
す。 保育課

特別支援を要する児童を受け入れている幼稚
園及び認定こども園に対して、補助を行いまし
た（特別支援を要する市内在住園児１人あた
り在籍月数に応じて5,000円）。
・対象者：54人
・交付金額：3,240,000円

― ○

計画どおり事業を実施することができたため。



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

①地域にお
ける子育て
の推進

子育てをサポートする市民活動団
体の活動を支援します。
また、子育てに関するボランティア
を派遣する社会福祉協議会の活
動を支援します。

政策推進
課

コラボ四街道事業で採択された３団体のうち、
子育てをサポートする市民活動団体2団体の
支援を実施しました。

―

【政策推進課：○】
令和６年度のコラボ四街道事業において、子
育てをサポートする市民活動団体を支援した
ため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

①地域にお
ける子育て
の推進

子育てをサポートする市民活動団
体の活動を支援します。
また、子育てに関するボランティア
を派遣する社会福祉協議会の活
動を支援します。

社会福祉
課

社会福祉協議会に対し、運営費の一部を補助
することで、ボランティア活動の支援を行いま
した。令和６年度は未就学児の子育てをサ
ポートする保育ボランティア養成講座を実施し
ました。

―

【社会福祉課：○】
本講座は、毎年定期的に開催するものではな
く、ニーズなどに応じて複数年に一度実施して
いるボランティア養成講座である。令和６年度
は、必要性が高まったことを受け、講座を開催
し地域の担い手育成に寄与した。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

②ＰＴＡ地
域活動の
支援

教育に関する地域課題を話し合う
場として、ＰＴＡ地域活動を支援し
ます。
市ＰＴＡ連絡協議会の運営費補助
などにより、活動を支援し、ＰＴＡ相
互の連携強化などを図るとともに、
家庭及び地域の教育力の向上に
努めます。

社会教育
課

定期総会、各種会議、スポーツ大会等は開催
しました。
・理事会（年2回）・小中学校会長会（7回）
・バレーボール大会・ソフトボール大会
その他関連事業（県・郡ＰＴＡ事業への参加）を
行いました。

― ○

計画していた事業について、全て開催すること
ができたため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

③子育て援
助活動支
援事業
（ファミリー・
サポート・セ
ンター）

子育ての援助を行いたい人（提供
会員）と受けたい人（依頼会員）を
つなぎ、相互援助活動を支援する
ファミリー・サポート・センター事業
を実施します。
相互援助活動が有効に行われる
よう市政だよりやリーフレットの配
布による広報活動を継続するとと
もに、研修の実施により提供会員
の知識の向上に努めます。
また、３市連携による相互利用も
継続します。

保育課

広報活動や研修等の実施により、援助活動の
体制を整備しました。
また、連携市間で活動等の情報共有や合同で
ウェットティッシュを作成し、広域連携を進める
ことができました。
・会員数：1,163人（提供会員175人、依頼会員
906人、両方会員82人）

有 ○

数値目標を下回る利用となったが、会員数は
大きく変わっておらず、需要が減少したことに
よるものと見込まれるため。

○



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

④高齢者と
の交流

高齢者福祉施設や高齢者サーク
ルなどとの交流及び高齢者ボラン
ティア活動を保育所等で積極的に
受け入れるなど、個人情報の保護
や子どもの安全を図りながら、世
代間交流の場を設けます。

保育課

（中央保育所）
高齢者を含むサークルと交流しました。
「おはなしの小部屋」の方が入所児に絵本の
読み聞かせをしてくれました。
また、「自然同好会」の自然遊びの会に入所児
が参加しました。

（中央保育所分園）
社会福祉法人双樹会地域密着型特別養護老
人ホーム　リバーサイドの利用者を、３月に園
に招待し、入所児とふれあい遊びをとおして交
流しました。

（千代田保育所）
地域の方から、竹細工の虫のオモチャをいた
だき、各家庭に持ち帰り遊びました。

― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑤児童セン
ターにおけ
る子育て支
援事業の
充実

児童センターにおいて、０歳児、１
歳児、２歳児とその保護者をそれ
ぞれ対象にした教室を開催し、親
子のふれあいを大切にしながら、
遊びなどを実施し、親子間の交流
を促進します。
また、親子が地域で孤立すること
がないよう、プログラムの充実など
を図り、仲間づくりや地域交流を促
進します。

子育て支援
課

四街道市社会福祉協議会を指定管理者に指
定し、児童センター２か所を運営しました。児
童に遊び場を提供するとともに、児童の健全
育成に関する各種事業を実施しました。
≪０～２歳児（一部３歳児含む）とその保護者
を対象とした事業≫
・総合福祉センター：86回開催、参加延人数
1,743人
・南部総合福祉センター：108回開催、参加延
人数2,614人

― ○

通常通り実施することができたため。



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑥子育てサ
ロンの充実

地区社会福祉協議会が、市内４地
区４か所で、読み聞かせやベビー
マッサージなどのプログラム、遊び
を通じて、子どもや母親などの交
流を広げる場として開催している
子育てサロンを支援します。
また、新たな開催場所の検討や担
い手の確保に対する取り組みにつ
いても支援を行います。

社会福祉
課

乳幼児と保護者の居場所提供として開催する
ことができました。
・サロン数：５カ所
・サロン実施回数：105回
・参加延人数：1,226人

― ○

前年度と比較して、サロン実施回数が32回、
参加延人数が446人と増加したため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑦公民館に
おける子育
て教室

遊びを通じて子どもの行動心理や
接し方を学んでもらうため、主に
２・３歳児を対象とした子育て教室
を各公民館で実施します。
また、親子のふれあい、子ども同
士のふれあい、同じ年代の子ども
を持つ保護者などの交流の場とな
るよう工夫します。

社会教育
課

各公民館で子育て教室を実施し、親子のふれ
あい、子ども同士のふれあい、同じ世代の子
どもを持つ保護者などの交流の場となるような
講座を開催しました。
・四街道公民館：2・3歳児ひよこ教室（計7回）
・千代田公民館：親子リトミック教室（計7回）

― ○

計画していた事業について、全て開催すること
ができたため
旭公民館は改修工事のため9月まで休館して
いたため、開催することができなかった。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑧家庭教
育の支援

小学校・中学校の児童生徒を持つ
保護者などを対象に、就学時健康
診断や入学説明会の際に、子ども
の発達段階に応じた家庭教育に
関する子育て学習講座を開催しま
す。
また、地域で子どもを育む環境づく
りを進め、ＰＴＡ等と連携し、家庭
の教育力を高めます。

社会教育
課

就学時健康診断時及び中学校入学説明会時
に、家庭教育の重要性に関する子育て学習講
座を開催しました。
・子育て学習講座：16回
・資料配布：1校

― ○

就学時健康診断の待ち時間等を活用し、家庭
教育の重要性について周知することができた
ため。また、開催できなかった学校では、家庭
教育に関する資料を配付したため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑨民生・児
童委員活
動の充実

相談内容に応じて必要な支援が
受けられるよう関係機関へのつな
ぎ役としての役割を担っている民
生委員・児童委員の活動を支援し
ます。

社会福祉
課

民生委員・児童委員の活動に対して補助金を
支給し、活動を支援を支援しました。
・相談、支援件数：1,540件
・うち子供に関すること：367件

― ○

前年度に比べ相談支援件数が31件増加、子
どもに関する相談支援件数が44件増加したた
め。



四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～進行管理シート　令和６年度実績
◎ 0施策

基本方針２　子どもや母親の心とからだの健康づくり ○ 24施策
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※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

①利用者
支援事業
（妊娠期か
らの相談支
援の充実）

母子健康手帳の交付時に専門職
による全数面接を実施し、妊娠期
から子育て家庭が抱える課題を把
握するとともに、妊娠・出産から産
後までの切れ目のない子育て支
援の始点とします。
家庭環境や出産、子育てへの不
安など、個々の状況に応じた支援
計画の作成等を行い、各種母子
保健事業、子育て支援事業との連
携を含めた支援を包括的に進めま
す。 健康増進

課

妊娠届出数は589件、うち577件に関しては母
子手帳発行時に保健師および助産師が妊婦
と面談を行い、出産に向けての不安や支援者
などの把握と利用可能なサービスの紹介を行
いました。委任状で母子手帳交付を行った12
件について11件が後日訪問もしくは保健セン
ターで妊婦本人と面接を行い、1件は出産まで
海外に滞在のため出産後の面談を予定してい
ます。
面談でハイリスクと判定された場合には妊婦
支援会議でプランの作成、妊婦評価会議でプ
ランの実施の評価や修正を行いました。
・妊婦支援会議：13回
・妊婦評価会議：13回
伴走型相談支援に伴い、妊娠後期のアンケー
トの送付、希望者との妊娠後期面談を行いま
した。妊婦支援会議で特定妊婦とされた8名の
うち転出者を除く7名全員に妊婦が自身の希
望や課題を見出し利用可能な市のサービスを
知るツールとして導入されたサポートプランの
手交を実施しました。
・妊娠後期アンケート：送付件数605件
、回答件数411件（回答率67.9％）
・妊娠後期面談：37件（対面30件、電話7件）

有 ○

妊娠届出で面接できなかった妊婦に対しても
後日の面談により妊婦全員と面接することが
できているため。
支援が必要と判断された妊婦には支援会議や
評価会議で支援プランを立案し個別に対応す
ることができています。特に特定妊婦とされた
ハイリスク妊婦に対しては転出者を除く全員に
対してサポートプランの手交を実施することが
できました。
ローリスクと判断された妊婦に対しても妊娠後
期に面談希望の有無を確認することで、希望
する人が面談を受ける機会を作ることができ
ました。

第２期こどもプラン掲載内容 令和６年度成果



※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和６年度成果

２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

②パパ・マ
マルームの
充実

初妊婦とそのパートナーを対象
に、周産期の健康づくりと子育て
について、体験実習を含む教室を
行います。働く妊婦とパートナーが
参加しやすいよう土日を中心に開
催し、男女ともに産後の育児がイ
メージしやすい内容の工夫に努め
ます。
また、パパ・ママルームで共に学
び交流した人たちが出産後、子ど
もを連れて集まり、子育ての情報
交換や、初めて親になる人への支
援、仲間づくりなどを行う場として、
ＯＢ会を同日開催します。

健康増進
課

初妊婦とそのパートナーを対象に、土日を中
心に半日のクラスを計９回実施しました。
・参加実人数：260人 （父128人、母132人）、初
妊婦とそのパートナーが周産期の健康づくりと
子育てについてのイメージ作りにつながるよう
に赤ちゃんの着替えやシャワー浴のデモンス
トレーション、調乳体験や父の妊婦体験を行い
ました。終了後のアンケートでも、満足度は平
均92％と高くなっています。

有 ○

受講者数は前年度と比較してハイリスク初妊
婦の受講者数は微減しているものの、全体の
受講者数は増加しています。また、満足度も
平均92％と高く、妊婦とそのパートナーが、妊
娠中の健康や子どもを迎えるにあたっての知
識を得て、心の準備をするための機会につな
がっています。

２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

③産後早
期の支援
体制の充
実

妊娠中から産後にかけて身近な
支援者がいない母子の心身の回
復と安定を促進し、母親の育児不
安の解消とセルフケア能力を育む
ことにより、母子とその家族が安
心して子育てができるよう、産前及
び産後早期の支援体制の充実に
努めます。

健康増進
課

育児への強い不安や家族等の支援者がいな
い、産後３か月以内の母子を対象に宿泊型・
日帰り型の産後ケア、産後1年以内の母子を
対象にした訪問型の産後ケアや通所型のリラ
ままを実施しました。また産後１年以内の母子
を対象としたかるがも（乳児の親支援グループ
育児相談）、多胎児を対象としたさやえんどう
（多胎児育児グループ）を実施し、育児負担や
不安の軽減に努めました。
・リラまま：利用産婦延19人
・産後ケア：申請86件
　　　　　　　＜利用内訳＞
　　　　　　　宿泊型利用産婦延75人
　　　　　　　日帰型利用産婦延4人
　　　　　　　訪問型利用産婦延65人
・かるがも：利用産婦延70人
・さやえんどう：参加者数延62人

― ○

通所型事業は、利用者数は大きな増減はなく
ほぼ横ばいですが、対象者毎に各事業を企画
し案内、実施することで育児負担や不安の軽
減につながりました。産後ケアのニーズは
年々高くなっており、利用実績は特に宿泊型
の利用数が前年比1.4倍となっており、休息を
目的とした利用が増えています。また利用まで
には至らない「念のため」の申請も多く、「いつ
でも必要を感じた時に利用できる体制づくり」
が産後早期の育児不安の軽減につながって
います。

２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

④乳児家
庭全戸訪
問（こんに
ちは赤ちゃ
ん）事業

主に生後４か月までの赤ちゃんの
いる家庭を、保健師や助産師が訪
問し、母親の産後うつや子育ての
不安を軽減するための相談に応
じ、子育て支援に関する必要な情
報提供を行い、より良い子育ての
スタートができるよう支援します。

健康増進
課

生後4か月までの赤ちゃんのいる家庭に保健
師や助産師が訪問し、母親の産後うつや子育
ての不安を軽減できるように相談に応じまし
た。妊娠期から子育て支援の情報を提供した
ことで、スムーズに子育てをスタートできるよう
に支援しました。
・乳児全戸訪問実人数：548人

有 ○

家庭の状況に合わせた訪問や母親の支援を
することで、各家庭に合わせた産後の資源利
用に繋げ、継続的な支援をする事ができたた
め。
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２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

⑤乳幼児
相談

３～４か月児相談、８か月児歯離
乳食教室では、発達発育を確認す
ると共に、月齢に合わせた正しい
知識を提供します。
また、問診票などから早期に保護
者の子育ての不安や負担感を把
握し、必要な場合には、グループ
形式による相談支援につなげるな
ど、虐待予防や子育て支援に努め
ます。各問診票は個人ごとにファ
イル化し、切れ目のない継続的な
支援に生かします。

健康増進
課

個別での相談と集団指導の場を設け、保護者
の育児不安・負担の軽減を目的として、月ごと
に対象者をわけて乳児相談を実施しました。３
～４か月児相談未受診者は個別に勧奨を行
い、入院中等の例外を除き全員目視できるよ
うにしました。８か月児相談は問診票などから
子育ての不安や負担を把握し個別相談を実施
しました。
・３～４か月児相談：590人
・８か月児歯・離乳食教室：550人

有 ○

集団指導や個別相談を合わせて行い、必要に
合わせて別の事業に繋げていくことができた
ため。

２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

⑥乳幼児
家庭訪問

複雑な問題を抱える家庭やつらい
子育てになっている家庭、ネグレ
クトなど虐待につながる要因があ
り継続支援が必要な家庭に対し
て、関係機関と連携して同行によ
る訪問などを行い、早期の支援に
努めます。
また、精神科医、心理士等のスー
パーバイズによる関係職員の資
質・支援技術の向上に努め、多角
的に支援できるようにしていきま
す。

健康増進
課

育児不安や育児負担が大きい家庭、家族問
題を抱える家庭等に、虐待予防と子育て支援
の目的で家庭訪問を行いました。必要に応じ
て、子育て支援課、児童相談所、病院等の関
係機関と連携を図りながら実施しました。
また、市内子育て支援関係職員の資質向上と
連携のためにおやこの支援勉強会を３回実施
しました。
・家庭訪問数：178人
・おやこの支援勉強会参加延人数：52人

― ○

周産期支援策の充実により、家庭訪問件数は
減少したものの、育児不安や育児負担が大き
い家庭、家族問題を抱える家庭等に必要時訪
問を行い、関係機関と情報を共有し、連携を図
れたため。

２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

⑦こころの
健康づくり

乳児家庭全戸訪問による産後うつ
状態の把握、健康診査などの問診
票での保護者の心身の状態の把
握など、心の健康にも注目しなが
ら支援に努めます。
また、１歳６か月児、３歳６か月児
健康診査時の心理相談や、小児
精神科医及び臨床心理士による
相談事業を実施し必要に応じて継
続した支援を行います。

健康増進
課

乳児家庭全戸訪問にて産後うつ状態の把握、
乳児相談・幼児健康診査の問診票から保護者
の心身の状態を把握し、面接相談時に支援を
行いました。また、１歳６か月児、３歳６か月児
健康診査時の臨床心理士による心理相談や、
おやこカウンセリング事業を実施し、必要に応
じて継続した支援を行いました。
・おやこカウンセリング相談延件数：93件
・おやこカウンセリング来所者総数：230人

― ○

妊娠期から子育て期まで継続的に支援を行
い、必要時相談事業等へつなぐことができて
いるため。
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２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

⑧ことばの
相談事業

ことばの遅れやコミュニケーショ
ン・行動などの育ちに心配のある
幼児並びにその保護者に対する
個別相談を行うとともに、児童発
達支援施設及び関係機関との連
携や、保育所等への派遣依頼で
の相談に言語聴覚士等が対応し
ます。
また、複雑化する保護者の相談
ニーズに対応できるよう、保育所
等、病院など関係機関との連携を
深めるとともに、職員の専門性の
向上に努めます。

健康増進
課

年間の個別相談延数は、前年度よりも増加し
ています。個別の面接だけでなく、ケースの状
況や必要性に応じて電話相談や、依頼を受け
て保育園・幼稚園への派遣依頼相談も行いま
した。
・個別相談実数：91件(新規46件）/延数374件
・総利用者数：887人
・電話相談件数：119件 ― ○

市民からのニーズに応じて個別相談、必要性
に応じて他機関との連携を行うことで、対象児
に関連する様々な問題の軽減をはかることが
できたため。
また、同時に保育園や幼稚園への訪問等を実
施することで、対応等に苦慮している保育士等
支援者への支援を行うことができたため。

２ １．

(1)妊娠・出
産期からの
切れ目のな
い支援の充
実

⑨保健推
進員活動
の充実

地区社会福祉協議会で行う地域
の子育てサロン、幼児健康診査や
保育所等における食育活動など、
保健推進員の活動を支援します。
また、保健推進員に子育て支援関
係の研修の機会を提供し、知識の
向上に努めます。

健康増進
課

わろうべの里で行われている地域の子育てサ
ロンや幼稚園にて食育劇を実施することがで
きました。
幼児健診での食育活動としては、令和２年度
に各地区の食育劇を撮影したものを、３歳６か
月児健診にて映像を流す形で食育を実施して
います。

― ○

地域の子育てサロンや幼稚園での食育活動
ができたこと、幼児健診では、映像を用いて食
育活動ができたため。
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２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

①妊婦一
般健康診
査

公費負担で14回までの妊婦一般
健康診査を実施します。母子健康
手帳交付時に妊婦一般健康診査
受診票の活用を促し、妊婦・胎児
の健康確保を進めます。
また、里帰り出産への対応として、
県外の医療機関とも可能な場合
は契約事務を行い、妊婦の経済
的負担軽減に努めます。

健康増進
課

公費負担による妊婦一般健康診査を対象者
全員に実施しました。（１人上限14回）
出生後間もない時期に新生児聴覚スクリーニ
ング検査を助成する事業を実施しました。（初
回検査に要した費用のうち上限3,000円）
14回分を超えて自費で健診を行った多胎妊娠
に対して健診費用を助成する事業を実施しま
した。 (上限５回まで、１回4,500円以内）
産後２週間と１か月の計２回の産婦健診につ
いて、健診費用を助成する事業を実施しまし
た。（１回上限5,000円）
≪妊婦健康診査≫
・受診延件数：7,165件
・受診率：86.9％
≪新生児聴覚スクリーニング検査≫
・受検者数（助成数）：561件
・受検率：94.6％
≪多胎妊娠の健康診査助成≫
・受診件数：0件
≪産婦健康診査≫
・産婦数：577人
・受診実人数563人
・受診率：97.6％

有 ○

定期的な健診や検査等を実施することで、妊
婦と胎児の健康状態を確認し、病気を早期発
見し、母子が心身共に健やかな妊娠～産後の
期間を過ごす等健康管理の向上に努め、数値
目標の７割以上に達したため。

２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

②妊婦禁
煙教育の
実施

妊娠初期から妊婦とその家族を対
象に、喫煙や受動喫煙による悪影
響に関する知識の普及に努め、禁
煙・分煙を働きかけます。
また、受動喫煙が妊産婦や乳幼
児へ及ぼす悪影響について、妊婦
とそのパートナーに対して啓発し、
禁煙・分煙に向けた取り組みを推
進します。

健康増進
課

妊娠届出時に、妊婦、パートナー、同居家族
に喫煙者がいるかの把握を行いました。喫煙
者がいた場合には、妊婦用禁煙リーフレットと
近隣で禁煙治療が受けられる病院一覧を渡
し、禁煙を促しました。パパママルームにて、
リーフやパネルを用いて禁煙指導を行いまし
た。
・令和6年度喫煙妊婦：9件（妊娠届出の1.5％）
・同居者の喫煙161件（妊娠届出の27.3％）
パパママルーム参加者260名

― ○

本人もしくは同居家族の喫煙の有無の把握及
び禁煙の促しができているため。
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２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

③歯科健
康教育・相
談の充実

妊婦を対象とした教室で、妊娠中
の口腔ケアの重要性について伝
えるとともに、歯・口腔相談の利用
を勧め、歯磨きの知識や技術の向
上、口腔衛生の維持・改善と口腔
疾患の早期発見・治療へつなげま
す。
また、依頼に応じて保育所や幼稚
園、地域子育て支援拠点（子育て
支援センター）などに出向き、歯科
健康教育・相談を実施します。

健康増進
課

ハローベビークラスでは、妊娠中の歯周病に
よる早産や低体重児出産のリスクと歯周病予
防のための口腔ケアについて伝えました。ま
た、産まれてくる赤ちゃんの歯科保健について
も伝えました。
・ハローベビークラス参加者数（８回/年）：39人
保育所（園）・幼稚園・子育てサロン等の依頼
による健康教育・健康相談を実施しました。
・健康教育：８回、330人
・健康相談：６回、70人

― ○

ハローベビークラスは、歯垢の染め出しを希
望制から全員実施に変更し、実際の口腔ケア
方法を伝えることができた。保育所（園）、幼稚
園での健康教育でも、むし歯予防についての
話に加え、口腔内に歯ブラシを入れてのブラッ
シング実習や歯垢の染め出しを行うことができ
たため。

２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

④食生活に
関する健康
教育の実
施

妊婦を対象とした教室で「取り分け
離乳食」の調理実習を取り入れな
がら、妊娠中に必要な栄養の摂り
方やバランスの取れた食生活の
重要性を伝えます。乳児相談時に
は、離乳食見本の展示を行い、離
乳食の進め方のポイントを説明し
ます。
また、幼児健康診査では健康的な
食生活について啓発するため、年
齢に応じた健康教育を実施しま
す。

健康増進
課

ハローベビークラスでは、離乳食づくり体験を
取り入れながら、胎児の発育に必要な妊娠中
の栄養のとり方やバランスのとれた食生活の
重要性を伝えました。
・ハローベビークラス参加者数（８回/年）：39人
乳児相談では、離乳食の見本を展示しながら
離乳食の進め方について説明しました。
１歳６か月児健診では、映像を用いて栄養士
から食事のポイントを説明しました。

― ○

ハローベビークラスの参加者アンケートから参
加者の満足度が高かったため。乳児相談は、
全体に向けて離乳食の進め方の話ができたた
め。１歳６か月児健診では映像を通してポイン
トを伝えられたため。

２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

⑤事故防
止方法につ
いての知識
の普及

乳児相談や幼児健康診査の場な
どを活用し、事故防止の方法につ
いて知識の普及を行い、乳幼児期
における不慮の事故防止と、事故
防止のための環境づくりを啓発し
ていきます。

健康増進
課

３～４か月児相談では事故防止についての集
団指導を実施し、１歳６か月児健康診査では
事故予防のリーフの配布を行いました。すこや
か親子21のアンケート内に事故予防について
の質問項目があり、回答内容に事故リスクが
高い環境が見られた際には個人指導を行いま
した。
・３～４か月児相談回数：12回
・１歳６か月児健康診査回数：19回

有 ○

実施回数と実施人数ともに９割以上を達成し
ているため。
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２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

⑥乳幼児
健康診査

疾病の早期発見、身体及び精神
の発育・発達確認などを目的に、
乳児健康診査の委託事業を実施
します。また、集団の幼児健康診
査ではきめ細かな面接を実施し、
発達に心配のある子どもの把握、
子育て不安の軽減、虐待の発見と
予防、保護者の精神的支援を行
い、子どもの健やかな発達と子育
て支援に努めます。
また、幼児健康診査未受診者の
状況把握を行い、確認できない場
合は速やかに関係機関へ情報提
供を行います。

健康増進
課

乳児健康診査は委託で実施し、幼児健康診査
は集団で実施しました。また、乳児相談、幼児
健康診査未受診者の把握を行い、電話や訪
問で受診勧奨を行いました。乳幼児の目視確
認ができなかった場合には子育て支援課へ情
報提供を行いました。
・１歳６か月児健康診査受診率：98.1％
・３歳６か月児健康診査受診率：97.9％ 有 ○

保健師による未受診者への電話や訪問による
健診勧奨により、受診率が目標より高くなった
と考えられるため。

２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

⑦幼児歯
科健康診
査

１歳６か月児健康診査、２歳６か月
児歯科健康診査、３歳６か月児健
康診査において、歯科健康診査・
健康教育を実施します。２歳６か
月児歯科健康診査では希望者に
フッ素塗布、歯垢染め出しを行い
ます。

健康増進
課

１歳６か月児健康診査、２歳６か月児歯科健康
診査、３歳６か月児健康診査において、歯科
健康診査・個別相談を行いました。２歳６か月
児歯科健康診査では希望者にフッ素塗布、歯
垢染め出しを行いました。
・１歳６か月児健康診査：19回/年、673人、受
診率98.1％
・２歳６か月児歯科健康診査：20回/年、628
人、受診率85.8％
・３歳６か月児健康診査：23回/年、733人、受
診率97.9％

有 ○

幼児歯科健康診査は、計画通り行うことがで
きたため。２歳６か月児歯科健康診査の受診
率も目標値に達することができたため。

２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

⑧小児生
活習慣病
予防対策

１歳６か月児、３歳６か月児健康診
査で、肥満度15％以上と判定され
た幼児に対し、保護者への相談・
支援を行います。肥満度30％以上
の幼児に対しては精密検査依頼
書を発行し医療受診を勧めます。
また、肥満への対応について、健
康診査・相談の機会に食事の改善
に向けた方法などを保護者ととも
に考えます。

健康増進
課

肥満傾向のある幼児については、幼児健康診
査時の個別相談で保護者とともに生活習慣
や、食事内容の確認をし、改善例の提案を通
して、食事および食習慣の改善へ向けての支
援をしました。肥満度15％以上で栄養指導を
実施した幼児は、１歳６か月児健診で２人、３
歳６か月児健診で７人でした。

― ○

幼児健康診査の場において、必要時受診勧
奨や個別の栄養指導を実施できているため。
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２ １．

(2)健康診
査・保健指
導等の充
実

⑨保育所
集団健康
診査

保育所での集団健康診断を継続
して実施し、疾病の早期発見、集
団生活における感染予防などに努
めます。

保育課

≪中央保育所≫
・内科（春、秋の計２回）162人受診　実施率
95.36%
・眼科（春１回）：86人受診、実施率98.8%
・歯科（春１回）：87人受診、実施率98.8%
・尿検査（３・４・５歳）：58人受診、実施率96.6%
≪中央保育所分園≫
・内科（春、秋の計２回）：38人受診、実施率
92.6%
・眼科（春１回）：17人受診、実施率85.0%
・歯科（春１回）：19人受診、実施率95.0%
・尿検査（３・４・５歳児）：16人受診、実施率
100%
≪千代田保育所≫
・内科（春、秋の計２回）：172人受診、　実施率
95.5%
・歯科（春１回）：89人受診、実施率98.8%
・眼科（春１回）：89人受診、実施率98.8%
・尿検査（3.4.5歳）：62人受診、実施率96.7%

― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

２ ２．
(1)小児保
健医療体
制の充実

①小児医
療体制の
情報提供

母子保健事業を実施する中で機
会を捉え、かかりつけ医を持つこと
の大切さを周知していきます。
また、医療機関のそれぞれの機能
に応じた役割分担により、適切な
医療を提供できるよう、千葉県保
健医療計画に基づき、広域的な観
点から医療体制についての情報
提供に努めます。

健康増進
課

３～４か月児相談と３歳６か月児健康診査で、
受診者アンケートで「かかりつけ医」の有無を
聞き取りながら、「かかりつけ医」を持つことの
大切さについて周知しました。また、家庭訪問
や面接等、母子保健事業での様々な機会を捉
え、周知を行いました。
・３～４か月児相談と３歳６か月児健診受診者
数の合計：1,323人
また、幼児健康診査で医師に専門的な医療機
関の受診が必要と判断された場合は、受診先
の紹介を行いました。
・１歳６か月児および３歳６か月児健康診査精
密検査発行数の合計：342件

― ○

来所者に対して計画通りに実施でき、個別支
援時にも周知できたため。

２ ２．
(1)小児保
健医療体
制の充実

②小児救
急医療体
制の充実

印旛医療圏の中で、印旛市郡小
児初期急病診療所及び小児救急
医療支援事業により、救急医療体
制が整備されています。
引き続き、印旛市郡医師会などへ
協力を要請し、小児救急医療体制
の充実に努めます。

健康増進
課

夜間や日・祝日等の小児急病に対応するた
め、印旛市郡医師会・薬剤師会等の協力によ
り「印旛市郡小児初期急病診療所」が開設さ
れています。
・受診者数：1,068人 ― ○

負担金の拠出により、夜間や日・祝日等の小
児救急医療体制の安定的な維持ができている
ため。
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２ ２．
(1)小児保
健医療体
制の充実

③予防接
種

出生時に予診票の入ったこども手
帳を説明しながら配布し、適正な
時期の接種開始を促します。
また、乳児相談・幼児健康診査な
どにおいて予防接種の知識の普
及と接種勧奨を行います。
さらに就園・就学時などの節目の
時期においては、接種の必要性を
保護者に啓発し、接種率の向上を
図ることにより、感染症の予防に
努めます。

健康増進
課

出生時にこども手帳を配布し、予防接種の時
期や接種の仕方について説明を実施しまし
た。また、訪問、乳幼児健康診査・相談、就学
児健診で未接種の予防接種の勧奨と啓発を
行いました。接種率の低い予防接種は個別通
知と広報、ホームページでの勧奨を行いまし
た。

― ○

接種率の低い予防接種もあるが、全体として
高い接種率が維持できたいるため。

２ ２．
(1)小児保
健医療体
制の充実

④医師会、
歯科医師
会、関係機
関の支援と
協力

各種幼児健康診査・相談、予防接
種などの機会に、各専門関係機関
と連携して子どもの健康に関する
情報の提供や相談、支援に努め
ます。

健康増進
課

１歳６か月児健康診査、２歳６か月児歯科健康
診査、３歳６か月児健康診査では、小児科医
師、歯科医師と連携して子どもの健康に関す
る情報の提供や相談、支援を行いました。ま
た、予防接種については代表医会議や医師会
との連絡調整を行ったり、必要に応じて各医療
機関と直接連絡をとり、法改正や事故防止、
ワクチン情報の提供などを行いました。

― ○

感染症の状況に合わせて健診事業の方法を
相談、連携することができたため。

２ ２．
(1)小児保
健医療体
制の充実

⑤子ども医
療対策事
業

中学３年生までの子どもを対象
に、入院、通院に係る医療費の助
成を行い、子どもの保健対策の充
実と保護者の経済的負担の軽減
を図ります。

子育て支援
課

平成25年８月より、自己負担金の無料化を実
施し、０歳～中学３年までの児童すべてを対象
に、入院、通院にかかる医療費の助成を行
い、保護者の経済的支援を行いました。
・助成延件数：209,825件
・助成額：439,931,997円

― ○

計画通り助成を行うことができたため。

２ ２．
(1)小児保
健医療体
制の充実

⑥未熟児
養育医療

身体の発達が未熟なまま生まれ、
入院養育を必要とする児童に対
し、養育医療を給付します。 子育て支援

課

生命の危険のある未熟児に対し、県の指定し
た医療機関による医療を現物給付により実施
しました。（保護者の所得に応じ国の定めた自
己負担金を徴収）
・給付人数：12人
・給付額：2,675,805円

― ○

計画通り給付を行うことができたため。
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３ １．
(1)放課後
児童対策
の推進

①こども
ルームの充
実

放課後や小学校の休業日に、児
童の遊びや生活の場となるこども
ルームを、専用施設において市内
全小学校敷地内で運営します。
入所状況や小学校の児童数の状
況等をもとに、施設整備や支援員
等の確保を図り、充実に努めま
す。
また、こどもルーム利用児童が放
課後子ども教室の活動プログラム
に参加できるよう取り組みます。

保育課

民間事業者への委託により、市内25か所でこ
どもルームを運営しました。
・令和６年度平均在籍児童数（年間延在籍児
童数/12か月）：1,062人

有 ◎

次年度に向け、数値目標を上回る定員を確保
することができたため。

３ １．
(1)放課後
児童対策
の推進

②放課後
子ども教室
の充実

放課後における子どもたちの安
全・安心な居場所を確保し、児童
の健全育成を図るため、地域の
方々の参画を得て、団体への委託
により放課後子ども教室を実施し
ます。
また、子どもたちが参加しやすい
事業展開に努めます。

社会教育
課

国・県の補助を受け、放課後子ども教室を３団
体に委託しました。
・委託団体：「出会い・体験・夢ひろば」、「にこ
にこ文庫さとの子会」、「あそびの城」
・参加延人数：935人 ― ○

前年度と比較して、参加延人数が減少したも
のの、子どもの居場所を確保できたため。

３ １．
(2)子どもの
居場所・遊
び場の充実

①児童セン
ター事業の
充実

児童センターにおいて、子ども会
や自治会など各関係団体との連
携を強化し、子育てに関する各種
講座、教室、イベントの充実を図り
ます。
また、施設の老朽化に対応するた
め、設備の計画的な改善を図りま
す。

子育て支援
課

四街道市社会福祉協議会を指定管理者に指
定し、児童センター２か所を運営しました。児
童に遊び場を提供するとともに、児童の健全
育成に関する各種事業を実施しました。
≪総合福祉センター内児童センター≫
・開館日数：344日
・利用者数：18,423人
・各種事業参加者数：2,836人
≪南部総合福祉センター内児童センター≫
・開館日数：343日
・利用者数：37,065人
・各種事業参加者数：9,497人

― ○

通常通り実施することができたため。

第２期こどもプラン掲載内容 令和６年度成果
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３ １．
(2)子どもの
居場所・遊
び場の充実

②プレー
パーク事業
の充実

行政と市民が連携し、子どもの冒
険心や好奇心を引き出す遊び場と
して、自然の中で思いきり遊べる
プレーパーク事業を継続します。
また、多くの市民が利用しやすい
よう出張プレーパークを開催し、遊
びの場所の充実に努めます。

子育て支援
課

NPO法人プレーパークどんぐりの森に運営を
委託し、自由な遊び場を通して子どもたちの交
流促進を図るとともに、子どもの保護者に子育
て情報を交換できる場の提供を行うことができ
ました。
・どんぐりの森：開催123回、利用人数4,330人
・出張プレーパーク（中央公園、物井さとくらし
公園、鷹の台公園他）：開催46回、利用人数
2,077人

― ○

計画通り開催することができたため。

３ １．
(2)子どもの
居場所・遊
び場の充実

③都市公
園の充実

児童に健全な遊び場を提供するた
め、地元区・自治会の協力を得
て、都市公園の維持管理を行いま
す。
また、ボール遊びのできる公園と
して、中央公園野球場を無料開放
します。

都市計画
課

都市公園の維持管理ついて、地元自治会に
清掃協力団体として、年６回清掃等の協力を
得て維持管理を行いました。
中央公園野球場の無料開放ついては２８回開
催し１，０５３名の利用者数がありました。ま
た、千代田近隣公園多目的広場については、
３６回開催し７５１名の利用者がありました。

― ○

２８自治会の清掃協力を得て、維持管理を行
い、昨年と同様の２ヶ所の無料開放を開催した
ため。

３ １．
(2)子どもの
居場所・遊
び場の充実

④地域と連
携した子ど
もの居場所
づくりの推
進

地区社会福祉協議会や市民活動
団体などと情報を共有し、活動を
支援することにより、子どもの居場
所づくりを推進します。 政策推進

課

みんなで地域づくりセンターにて子どもの居場
所づくりに関わる団体の活動をサポートしまし
た。

有

【政策推進課：○】
団体の活動をサポートすることにより、市内の
子どもの居場所づくりが推進されたため。

３ １．
(2)子どもの
居場所・遊
び場の充実

④地域と連
携した子ど
もの居場所
づくりの推
進

地区社会福祉協議会や市民活動
団体などと情報を共有し、活動を
支援することにより、子どもの居場
所づくりを推進します。

子育て支援
課

四街道市社会福祉協議会を指定管理者に指
定し、児童センター２か所を運営しました。
NPO法人プレーパークどんぐりの森に運営を
委託し、自由な遊び場を提供しました。
・地域と連携した子どもの居場所：３か所

有

【子育て支援課：○】
目標数の居場所を提供することができたた
め。

○
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３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

①子ども会
活動の活
性化

子どもが自主的に事業を計画、実
施することができるよう、子ども会
の活動を支援します。
また、活動が次世代に引き継がれ
るよう、ジュニアリーダー初級認定
講習会及び育成者講習会の開催
を支援し、異年齢での集団活動が
できるよう活動の活性化を図りま
す。

スポーツ青
少年課

子どもたちが自主的に事業を計画、実施する
ことができるよう補助金を交付しました。
・補助金額：273,000円
・ジュニアリーダー初級認定講習会：参加者19
名 ― ○

令和６年度の子ども会事業が計画的に実施で
きたため。

３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

②芸術・文
化活動の
機会の拡
大

児童生徒を対象として、演劇や音
楽などの優れた芸術文化に接す
る機会を提供するとともに、多様な
活動手法を取り入れ、若年層を中
心とした新規参加者の増加を図り
ます。
また、活動団体の自立した運営が
可能となるよう、活動方法につい
て助言を行います。

社会教育
課

学校音楽教室、市民演劇公演、郷土作家展、
子どもミュージカル公演を実施しました。

― ○

質の高い音楽を鑑賞することにより子どもたち
が豊かな心を育む機会を創造することができ
たため。

３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

③公民館で
の活動の
活性化

小学５・６年生を対象とした主催講
座「チャレンジスクール」を開催し、
体験学習や野外活動などを行い
ます。
子どもたちのニーズの把握に努め
るとともに、事業内容の検討を行
い、より多くの受講生確保に努め
ます。

社会教育
課

小学４～６年生を対象に「夢チャレンジスクー
ル」を開催しました。
・回数：全７回
・参加延人数：149人

― ○

子どもたちが夢（目標）を持ち、様々な学習を
通じて、仲間づくりをしながら何に対しても挑戦
しあきらめない気持ち育む学習活動を提供で
きたため。

３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

④図書館
サービスの
充実

小学校や保育所が移動図書館の
ステーションとなったことにより、児
童書の需要がさらに高まることが
予想されるため、計画的な購入・
整備を行います。
また、「子どもの本の学習講座」な
どの主催講座の内容について、受
講者のニーズに合わせた内容を
盛り込むなど、事業の充実を図り
ます。

図書館

児童書を新規に2,623冊購入しました。
参加者：「絵本の会」361人、「おはなし会」139
人、「おひざでだっこのおはなし会」149人でし
た。

― ○

計画していた全ての事業を実施することがで
きたため。
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３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

⑤国際交
流事業

異文化理解や国際交流の重要性
を学習する機会として、中学生を
対象とした姉妹都市・リバモア市と
の交換留学を推進します。

政策推進
課

５年ぶりに姉妹都市短期留学事業を再開し、１
０月に留学生２０名と随行者５名を受け入れ、
７年３月には本市より留学生２０名と随行者５
名を派遣しました。

― ○

事業の再開により姉妹都市との交流が再開す
るとともに、市内中学生の国際交流活動の機
会を創出することができたため。

３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

⑥スポー
ツ・レクリ
エーション
活動の充
実

児童生徒対象の各種スポーツ教
室などを積極的に開催するととも
に、スポーツリーダーバンク制度を
活用し、専門性の高いスポーツ教
室を開催し、児童生徒のスポーツ
活動の充実を図ります。
また、子どもから大人まで、だれも
が親しめるニュースポーツやレクリ
エーション活動の場の提供や総合
型地域スポーツクラブの育成及び
活性化を支援し、スポーツ・レクリ
エーションを通じた世代間交流の
場の創出を図ります。

スポーツ青
少年課

スポーツリーダーバンク制度を活用して、3回
のスポーツ教室を開催し、延べ134名が参加し
ました。
１０月に開催した「スポーツの日行事（スポーツ
de健康大作戦）」では、スポーツ少年団、ス
ポーツ推進委員連絡協議会他関係各位の協
力を得て、さまざまな世代に対応するプログラ
ムを実施しました。また、トレーニングルームを
含む総合公園体育館を無料開放し、市民にス
ポーツへの参加機会を提供することができま
した。

― ○

「スポーツの日行事（スポーツde健康大作戦）」
等を開催できました。

３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

⑦ボラン
ティア活動
への子ども
の参加促
進

子どものボランティア活動への積
極的な参加を促進していくため、
児童生徒を対象とした福祉教育授
業・ボランティア体験講座などを開
催している社会福祉協議会の活
動を支援します。 社会福祉

課

社会福祉協議会に対し、運営費の一部を補助
することで、ボランティア活動の支援を行いま
した。
あらゆる世代を対象としたボランティア教育を
推進するため、「親子でVスクール」、「小学生
サマーボランティアスクール」、「中学生サマー
ボランティアスクール」及び「よつボラハイス
クール」を開催しました。
≪学生対象ボランティア講座≫
・開催回数：6回
・参加延人数：58人

― ○

・開催回数を1回、参加延人数を9人増加する
ことができたため。
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３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

⑧世代間
交流の促
進

各単位シニアクラブ活動、並びに
シニアクラブ連合会活動による高
齢者の社会参加への機会の増
進、及び世代間交流を活性化させ
るため、市内単位シニアクラブ並
びにシニアクラブ連合会に対して
補助を行います。
また、公民館活動においては青少
年を対象とした講座で高齢者を講
師とするなど、世代間交流に努め
ます。

社会福祉
課

シニアクラブ活動の運営と高齢者の健康維
持・生きがいづくりを推進するため、市内37の
単位シニアクラブ並びにシニアクラブ連合会に
対して補助を行いました。

―

【社会福祉課：○】
高齢者の社会参加を促す芸能大会やグラウン
ドゴルフ大会などを実施することができたた
め。

３ １．

(3)多様な
活動ができ
る環境の充
実

⑧世代間
交流の促
進

各単位シニアクラブ活動、並びに
シニアクラブ連合会活動による高
齢者の社会参加への機会の増
進、及び世代間交流を活性化させ
るため、市内単位シニアクラブ並
びにシニアクラブ連合会に対して
補助を行います。
また、公民館活動においては青少
年を対象とした講座で高齢者を講
師とするなど、世代間交流に努め
ます。

社会教育
課

公民館においては、児童を対象とした講座や
クラシックコンサート等、公民館主催講座を通
して地域の大人たちと子どもたちの交流を深
めました。

―

【社会教育課：○】
計画をしていたすべての事業を実施すること
ができたため。

○



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和６年度成果

３ １．
(4)青少年
の健全育
成

①青少年
健全育成
活動の促
進

地域や異年齢間の交流活動を推
進するとともに、街頭啓発キャン
ペーンや青少年健全育成推進大
会などの青少年問題行動の防止
活動について広く市民に周知し、
青少年の健全育成活動を啓発し
ます。
街頭補導については、青少年が集
う場所や時間帯を特定したうえで
実施し、青少年を見守り、声掛け
をする「愛の一声」運動を推進しま
す。
青少年問題の複雑化、多様化に
対応するため、関係機関との連携
を一層強化しながら、青少年の非
行や問題行動の未然防止を図る
ための啓発活動を推進します。

スポーツ青
少年課

青少年の健やかな人間形成に求められる真
のコミュニケーションと明るい環境づくりを推進
するため、その体制づくりへの積極的な取り組
みを啓発することを目的とし、青少年健全育成
推進大会を行いました。青少年健全育成功労
者表彰や青少年による作文発表、本市出身の
プロサッカー選手である遠藤翼氏を講師として
記念講演を行いました。街頭啓発キャンペー
ンの一環として標語を作り、標語が掲載された
ポケットティッシュを啓発グッズとして市内公共
施設に配架しました。
・参加人数：４９１人

―

【スポーツ青少年課：○】
大会参加者による事後アンケートについても
回答者の８割以上の方が大会の内容につい
て「良かった」と回答しているため。

３ １．
(4)青少年
の健全育
成

①青少年
健全育成
活動の促
進

地域や異年齢間の交流活動を推
進するとともに、街頭啓発キャン
ペーンや青少年健全育成推進大
会などの青少年問題行動の防止
活動について広く市民に周知し、
青少年の健全育成活動を啓発し
ます。
街頭補導については、青少年が集
う場所や時間帯を特定したうえで
実施し、青少年を見守り、声掛け
をする「愛の一声」運動を推進しま
す。
青少年問題の複雑化、多様化に
対応するため、関係機関との連携
を一層強化しながら、青少年の非
行や問題行動の未然防止を図る
ための啓発活動を推進します。

青少年育
成センター

青少年補導委員による「愛の一声」活動が浸
透し、街頭補導活動時の青少年に対する声掛
けの反応は良好でした。また、高校生との合
同パトロールを実施し、高校生自らが地域に
ついて見直す機会を提供しました。環境浄化
活動については、公園や市内高校生の通学
路などを中心に吸殻やゴミ拾いを実施し、環境
の浄化を図りました。
・年間計画補導（センターが計画する街頭補
導）：１５８回
・年間地区補導（補導委員による中学校区ごと
のパトロール）：８２回
・年間補導人数：２９人
・声かけ人数：４，５０７人

有

【青少年育成センター：○】
悪天候による未実施以外は予定通り活動を実
施できたため。

○
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３ １．
(4)青少年
の健全育
成

②青少年
相談体制
の整備

非行、問題行動、いじめ、不登校
等の早期発見、早期対応を行うた
め、学校や家庭からの相談体制の
充実を図ります。
また、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカーの活用
や関係機関との連携を図り、問題
解決に向け積極的に対応します。

指導課

業務を青少年育成センターに移管

―

業務を青少年育成センターに移管

３ １．
(4)青少年
の健全育
成

②青少年
相談体制
の整備

非行、問題行動、いじめ、不登校
等の早期発見、早期対応を行うた
め、学校や家庭からの相談体制の
充実を図ります。
また、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカーの活用
や関係機関との連携を図り、問題
解決に向け積極的に対応します。

青少年育
成センター

スクールソーシャルワーカーの助言に基づき、
青少年育成指導教員が、学校と連携して不登
校等に悩む家庭の相談を聞き、継続して支援
を行うことができました。
・電話相談：２１５件
・来所相談：２８７件
・訪問相談：１件
・ケース会議等：１５件

―

スクールソーシャルワーカーの助言を基に、青
少年育成指導教員と育成センター職員が協力
して相談活動を実施できたため。

３ １．
(5)子どもの
権利の確
保

①子どもの
権利の周
知啓発

（仮称）四街道市みんなが笑顔の
まち子ども条例や子どもの権利条
約の内容を、子どもを含む市民に
広く周知・啓発します。

子育て支援
課

四街道市みんなが笑顔のまち子ども条例や子
どもの権利条約を周知するため、学習冊子を
作成し、市内中学校の１年生に配布しました。
また、施行日（５月５日）に合わせ、市政だより
にて周知・啓発を行いました。

― ○

条例の施行及び周知啓発活動を行うことがで
きたため。

３ ２．

(1)健康教
育・思春期
保健の充
実

①健康な生
活習慣の
啓発

健康への意識向上を図るため、パ
パ・ママルームや乳児相談、幼児
健康診査などにおいて、保護者な
どの子育て世代に対して、健康に
関する知識や望ましい生活習慣に
ついて普及啓発を行います。

健康増進
課

健康への意識向上を図るため、パパ・ママ
ルームや乳児相談、幼児健康診査などにおい
て、保護者などの子育て世代に対して、健康
に関する知識や望ましい生活習慣について普
及啓発を行いました。

― ○

乳幼児相談・健診で健康啓発用リーフレットを
配布。その他出生届時や各種教室などでも実
施できたため。

○
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３ ２．

(1)健康教
育・思春期
保健の充
実

②学校保
健教育の
充実

児童生徒の健康の保持・増進を図
るため、健康診断・検査を実施す
るとともに、生涯を健康に生き抜く
ための基礎を培う保健教育を推進
します。
また、学校における保健教育の充
実のため、指導者の研修会への
参加を促進します。

学務課

学校保健安全法に基づき、児童、生徒の健康
管理のため健康診断・検査を実施しました。
・内科検診：7,838人
・歯科検診：7,705人
・耳鼻科検診：1,813人
・眼科検診：6,031人
・心電図検査：1,695人
・脊柱側わん検査：2,028人
・尿検査：7,672人
・生活習慣病予防検査：603人

―

【学務課：○】
全児童・生徒が対象の内科検診受診率
98.68％、歯科検診受診率97.00％のため。

３ ２．

(1)健康教
育・思春期
保健の充
実

②学校保
健教育の
充実

児童生徒の健康の保持・増進を図
るため、健康診断・検査を実施す
るとともに、生涯を健康に生き抜く
ための基礎を培う保健教育を推進
します。
また、学校における保健教育の充
実のため、指導者の研修会への
参加を促進します。

指導課

７月に養護教諭研修会を開催し、見えにくさ、
聞こえにくさのある子どもへの気付きのポイン
トと具体的な支援、病気を抱える子どもへの配
慮についての講話を通して、養護教諭としての
教育実践力を高めることができました。また、
保健体育担当教員向けの各種研修会につい
て各学校に案内し、参加を奨励しました。

―

【指導課：○】
ニーズが増加している見えにくさや聞こえにく
さ、病気を抱える児童生徒への配慮につい
て、研修会を通して理解を深めることができた
ため。

３ ２．

(1)健康教
育・思春期
保健の充
実

③思春期
保健の推
進

生命尊重の心を育み、お互いを思
いやる気持ちを育てることや、性
感染症予防・望まない妊娠の予防
等の正しい性知識の普及と性行
動における自己決定能力の向上
を目的に、思春期保健事業を実施
します。

健康増進
課

健康に関する正しい知識を提供し、生命誕生
や自己を大切にする行動選択ができるように
正しい知識を伝え、性感染症の予防、望まな
い妊娠の予防を図ると共に生命を尊重する気
持ちを育んでいけるように健康教育をしまし
た。
・実施校：中学校４校

― ○

市内中学校への健康教育実施に向けて取り
組み、市内中学校への実施ができたため。

○
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３ ２．

(1)健康教
育・思春期
保健の充
実

④食育の
推進

子どもたちの成長に応じた、食に
関する正しい知識と望ましい食習
慣を身につけることができるよう、
各分野の栄養士などの連携に努
め、栄養士間の情報共有及び資
質向上に努めます。
また、保育所給食、学校給食など
に導入されている「地産地消」を通
して、食への理解を深めます。
食物アレルギーに関しては、その
事故を未然に防ぐため、研修など
への積極的な参加を促します。

保育課

（中央保育所）
・３歳児21人がとうもころしの皮むきを、４歳児
19人がそらまめのさやとりを、５歳児21人が所
庭での野菜の栽培・収穫を実施しました。

（千代田保育所）
・５歳児26人が野菜の栽培、収穫の食育活動
を実施し、食の大切さを学びました。

（中央保育所・千代田保育所共通）
・毎日の食事の展示を通じ、食事の量や彩り、
調理方法、子どもの喫食状況等について知ら
せました。
・給食だよりを年11回発行したほか、掲示物に
より、食習慣、栄養、衛生等、食に関する情報
を知らせました。
・千葉県産の米を使用しました。
・栄養士が食物アレルギーに関する研修会に
参加し、知識や対応について理解を深めまし
た。

―

【保育課：○】
計画どおり事業を実施することができたため。

３ ２．

(1)健康教
育・思春期
保健の充
実

④食育の
推進

子どもたちの成長に応じた、食に
関する正しい知識と望ましい食習
慣を身につけることができるよう、
各分野の栄養士などの連携に努
め、栄養士間の情報共有及び資
質向上に努めます。
また、保育所給食、学校給食など
に導入されている「地産地消」を通
して、食への理解を深めます。
食物アレルギーに関しては、その
事故を未然に防ぐため、研修など
への積極的な参加を促します。

健康増進
課

年長児食育活動では、物品の貸し出しを行
い、市内保育所（園）、幼稚園へ周知しました。
また、学校、保育所、教育委員会の栄養士とも
情報共有を行い、栄養士の資質向上に努めま
した。
・年長児食育活動：市内保育園４園、106人

―

【健康増進課：○】
年長児食育活動については、市内保育園にお
いて物品を活用し食育活動ができたため。

○



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和６年度成果

３ ２．

(1)健康教
育・思春期
保健の充
実

④食育の
推進

子どもたちの成長に応じた、食に
関する正しい知識と望ましい食習
慣を身につけることができるよう、
各分野の栄養士などの連携に努
め、栄養士間の情報共有及び資
質向上に努めます。
また、保育所給食、学校給食など
に導入されている「地産地消」を通
して、食への理解を深めます。
食物アレルギーに関しては、その
事故を未然に防ぐため、研修など
への積極的な参加を促します。

産業振興
課

市民親子農業収穫体験講座を四街道市認定
農業者会に委託し、全７回実施し、20組62人
の親子が参加しました。
本講座を通して、食への理解を深めるととも
に、安心・安全な四街道市農産物及び地産地
消への理解を深めることができました。

―

【産業振興課：〇】
計画どおり事業を実施することができたため。

３ ２．

(1)健康教
育・思春期
保健の充
実

④食育の
推進

子どもたちの成長に応じた、食に
関する正しい知識と望ましい食習
慣を身につけることができるよう、
各分野の栄養士などの連携に努
め、栄養士間の情報共有及び資
質向上に努めます。
また、保育所給食、学校給食など
に導入されている「地産地消」を通
して、食への理解を深めます。
食物アレルギーに関しては、その
事故を未然に防ぐため、研修など
への積極的な参加を促します。

指導課

６月（食育月間）、１１月（県が「千産千消デー」
を設定）、１月（学校給食週間）に千葉県の食
材や食文化への理解を推進するために地場
産・千葉県産の食材を利用した統一献立によ
り給食を提供しました。特に、６月に実施する
「地場産カレー」は、地場産の野菜をできるだ
け使用し、食べ物の大切さや地域の生産者へ
の感謝の気持ちを育む取組となりました。食物
アレルギーに関しては、事前に児童生徒に
行った調査をもとに、研修への参加を促進す
るとともに、各調理場において安心・安全な給
食を提供しました。7月に小中学校関係職員を
対象として、食育研修会を実施しました。

―

【指導課：〇】
指導課、各小中学校、調理場、栄養教諭等が
連携し、年間を通して食育を推進することがで
きたため。また、食物アレルギーについて、養
護教諭と情報交換を行ったため。

３ ２．

(2)次代の
親の育成と
社会活動
の支援

①学校教
育での家庭
の機能等
意識の啓
発

特別教科の道徳、保健体育、家庭
科などの授業を中心にしながら、
学校教育全般を通して、家庭の機
能や子どもの発達についての基礎
的知識の習得と心の育成を図りま
す。

指導課

各校で、各教科等（道徳科、保健体育、家庭
科等）の授業を通して、家庭の機能や子どもの
発達について学習しました。

― ○

年間指導計画の学習内容を予定通り実施す
ることができたため。

３ ２．

(2)次代の
親の育成と
社会活動
の支援

②四街道
ふるさとま
つりの実施

市民がふるさと意識を共有し、若
い世代に地域文化を伝えるため
に、四街道ふるさとまつりを実施し
ます。
ふるさとまつりにおける「子どもみ
こし」「子ども山車」などにおいて、
子どもたちの参加と交流を促し、
若い世代への地域文化の伝承を
図ります。

自治振興
課

「四街道市サッカー協会」、「みそら自治会」及
び「めいわ東自治会」が「子どもみこし」や「子
ども山車」を制作し、多数の子どもたちが参加
し、交流できたことにより、ふるさとまつりが盛
り上がりました。 ― ○

「子どもみこし」や「子ども山車」に多数の子ど
もたちが参加し、交流できたことにより、ふるさ
とまつりが盛り上がったため。

○



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和６年度成果

３ ２．

(2)次代の
親の育成と
社会活動
の支援

③まちづく
りへの参加
促進

幅広い意見・要望に市長が直接触
れる機会を設けるため、小・中学
生と共に昼食をとりながら、子ども
の目線からのさまざまな意見を取
り入れ、より良い市政への反映に
努めます。
公園の整備・再整備の計画を策定
する際や公園遊具更新の際には、
地元の区・自治会などに働きか
け、子どもの意見を取り入れる機
会を設けます。

秘書課

市長・教育長が学校に訪問し、子どもとともに
給食を食べながら、市の将来像や学校、遊び
などをテーマとして意見交換をするランチトー
クを実施し、子どもの視点からさまざまな意見
を把握することで今後の市政運営の参考とし
ました。
・対象　小学6年生、中学2年生
・実施数　5校（南小学校、四和小学校、和良
比小学校、千代田中学校、四街道中学校）

―

【秘書課：○】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令
和2～5年度までは中止していたが、4年ぶりに
実施することができたため。
子どもからの意見・要望等については取りまと
め、関係各所へ情報提供を行うとともに、今後
の施策の参考とするよう依頼できたため。

３ ２．

(2)次代の
親の育成と
社会活動
の支援

③まちづく
りへの参加
促進

幅広い意見・要望に市長が直接触
れる機会を設けるため、小・中学
生と共に昼食をとりながら、子ども
の目線からのさまざまな意見を取
り入れ、より良い市政への反映に
努めます。
公園の整備・再整備の計画を策定
する際や公園遊具更新の際には、
地元の区・自治会などに働きか
け、子どもの意見を取り入れる機
会を設けます。

都市計画
課

公園の遊具入れ換え及び修繕については、地
元自治会の意見を取り入れた上で整備を行い
ました。（工事件数24件・修繕件数6件）

―

【都市計画課：○】
四街道総合公園遊具入れ換えにあたり、公園
遊具のアンケートを行い子供たち等の意見を
取り入れたため。

○



四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～進行管理シート　令和６年度実績
◎ 0施策

基本方針４　多様な子育て家庭への支援 ○ 29施策
基本施策１．仕事と家庭の両立支援 △ 0施策
基本施策２．配慮が必要な子ども・子育て家庭への切れ目ない支援 × 0施策

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※複数の担当課がある場合は、総合評価を記載（各担当課の評価は「評価の根拠」に記載）

※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

４ １．

(1)多様な
働き方がで
きる就労環
境の整備

①育児・介
護休業制
度等の普
及促進

市商工会と連携し、リーフレットや
パンフレットを配布・掲示すること
や、ＨＰを活用し、育児・介護休業
制度などの周知に努めます。

産業振興
課

関係機関等からのリーフレット、パンフレットを
当課窓口に配架しました。また、市商工会へ
配布などを行いました。 ― ○

計画通り事務を実施することができたため。

４ １．

(1)多様な
働き方がで
きる就労環
境の整備

②就労支
援

連携できる団体等と情報共有など
を行い、女性の就職に関する支援
を行います。
また、空き店舗活用補助制度を活
用し、女性の起業に対して助言・
支援を行います。

産業振興
課

市商工会と共催により開催した創業塾で５人
の女性が全５回の講座を修了しました。
空き店舗等活用補助制度を利用して出店した
女性１人に対し、引き続き家賃補助を実施しま
した。

― ○

計画通り事務を実施することができたため。

４ １．
(2)男性の
家庭参画
の推進

①ワーク・
ライフ・バラ
ンスの普及
啓発

男女共同参画推進計画に基づき、
フォーラム実行委員会や関係部署
との連携を図りながら、講座の開
催や広報活動を行うなど、ワーク・
ライフ・バランスの実現に向けた普
及・啓発に取り組みます。

政策推進
課

男性が子育てに参加するきっかけづくりとし
て、父子の料理教室を実施しました。
・参加者数：父子6組（14人）
性の多様性やジェンダー平等について考える
講座を実施しました。
・参加者数：19人

― ○

計画していたすべての事業を実施することが
できたため。

４ １．
(2)男性の
家庭参画
の推進

②男女共
同参画
フォーラム
の開催支
援

男女共同参画推進計画に基づき、
市民が企画・実行する男女共同参
画フォーラムの開催や広報活動に
ついて、継続して事業が実施でき
るよう支援を行うことで、市民の男
女共同参画に対する意識づくりや
男性の家庭参画などを促進しま
す。
また、講座などの開催において子
育て世代の参加を促進するため、
託児サービスを提供できるよう
フォーラム実行委員会と連携を図
ります。

政策推進
課

男女共同参画社会の実現に向け、男女共同
参画フォーラム実行委員会との共催で講座を
実施しました。
・実施回数：3回
・延べ参加者数：78人

有 ○

計画していたすべての事業を実施することが
できたため。

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容



※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

４ ２．
(1)ひとり親
家庭への
支援

①母子・父
子等自立
支援

ひとり親家庭や寡婦・寡夫に対し、
生活一般の相談に応じ、経済・教
育などさまざまな問題の解決への
手助けや就労に関する情報提供、
自立に必要な指導を充実します。
また、ひとり親家庭の父母等が就
職に結びつく資格を取得するため
の養成機関に修業する場合に給
付金を支給し、経済的自立に向け
た活動を支援します。

子育て支援
課

ひとり親家庭、寡婦・寡夫からの相談に対し
て、問題解決のための助言や自立に必要な指
導を行えるよう、母子・父子自立支援員を配置
しました。
・母子・父子自立支援相談件数：67件
ひとり親家庭の父母が就職に結びつく資格を
取得するための養成機関に修業する場合に
給付金を支給しました。
・高等職業訓練促進給付金支給人数11人
・自立支援教育訓練給付金支給人数：２人
・母子・父子自立支援プログラム新規策定者
数：３人

― ○

計画通り事業を実施することができたため。

４ ２．
(1)ひとり親
家庭への
支援

②ひとり親
家庭児童
入学等祝
金

ひとり親家庭等の子どもが、小学
校・中学校に入学、中学校を卒業
した場合に祝金を支給します。 子育て支援

課

ひとり親家庭等へ入学等祝金を支給しました。
・支給世帯：190世帯、支給人数190人（小学校
入学33人、中学校入学91人、中学校卒業84
人）
・支給状況：1,799,000円

― ○

計画通り支給を行うことができたため。

４ ２．
(1)ひとり親
家庭への
支援

③ひとり親
家庭に対す
る医療費助
成

ひとり親家庭等における18歳に達
する日以降の最初の３月31日まで
の間にある児童（一定の障害があ
る場合は20歳に達するまで）及び
その保護者を対象に医療費を助
成し、経済的負担の軽減を図りま
す。

子育て支援
課

ひとり親家庭等に対して医療費の自己負担の
助成を行いました。
・助成件数：8,274件
・助成金額：26,081,977円 ― ○

計画通り助成を行うことができたため。

４ ２．
(1)ひとり親
家庭への
支援

④ひとり親
家庭に対す
る学習支援

ひとり親家庭等の子どもに対して、
学習支援を実施します。

子育て支援
課

民間学習塾に事業を委託し、ひとり親家庭等
の中学生を対象にして、高校入試を見据えた
学習支援、進路相談、基本的な生活スキルの
獲得をめざした支援等を行いました。
・利用者数：32名
・利用指導回数：40回/人
終了時アンケート（抜粋）
・学習への興味・関心が高くなった　平均4.2/5
点
・自信がついたようだ　平均4.0/5点
・将来の目標や夢を持つようになった　平均
3.8/5点

― ○

通常通りの利用指導回数を確保することがで
きたため。
また、終了時アンケートで学習意欲・自己肯定
感・将来への期待感の向上を感じたと回答し
た利用者が多かったため。



※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

①相談支
援体制の
充実

市内相談支援事業所との連絡協
議会を開催し、情報の共有や制度
の勉強会、相談支援に対しての研
修会を行うことで、相談支援事業
の充実を図ります。
乳児相談・幼児健康診査等で把握
した発育・発達上の心配のある子
どもとその保護者に対する相談支
援体制を充実し、親子に寄り添い
ながら関係機関と連携し、適宜療
育につながるよう努めます。また、
必要時、就学に向けての切れ目の
ない支援について、関係部署との
連携を図ります。

障害者支
援課

障がい児支援を行う事業所が、障がいのある
子どもの療育に関することやサービスの提供
に関する相談を受け、障がいのある子とその
家族の生活の充実に努めました。
市委託事業「相談支援事業所」相談実績
・障害児相談支援利用延人数：1,955人
・障害児の福祉サービスにかかる計画：559人

―

【障害者支援課：〇】
市内相談支援事業所との連絡会を開催し、情
報の共有等を行い、相談体制の充実を行った
ため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

①相談支
援体制の
充実

市内相談支援事業所との連絡協
議会を開催し、情報の共有や制度
の勉強会、相談支援に対しての研
修会を行うことで、相談支援事業
の充実を図ります。
乳児相談・幼児健康診査等で把握
した発育・発達上の心配のある子
どもとその保護者に対する相談支
援体制を充実し、親子に寄り添い
ながら関係機関と連携し、適宜療
育につながるよう努めます。また、
必要時、就学に向けての切れ目の
ない支援について、関係部署との
連携を図ります。

健康増進
課

各相談事業や健診等の子育て支援の中で、
発育・発達上心配のある子どもと保護者に、お
やこカウンセリング、ことばの相談等の個別支
援、グループ支援（あそびルーム）へつなげる
などして、早期からの親子支援に努めました。
関係部署につなげる必要がある際には、関係
部署に連絡を入れ、スムーズに次の支援に繋
がるようにしました。 ―

【健康増進課：〇】
市民からのニーズに応じて個別相談、必要性
に応じて他機関との連携を行うことで、対象児
に関連する様々な問題の軽減をはかることが
できたため。 また、同時に保育園や幼稚園へ
の訪問等を実施することで、対応等に苦慮し
ている保育士等支援者への支援を行うことが
できたため。

○
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４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

②児童発
達支援事
業

個々の児童の発達状況に応じた
支援を行うために、専門職による
児童の発達状況の把握、その
個々の発達に応じた小集団プログ
ラムや個別プログラムを実施し、
日常生活における基本的な動作
の指導、集団生活への適応訓練
を行います。
また、民間の児童発達支援事業
所、幼稚園等、教育委員会等の関
係機関と連携を図り、保護者支援
及び児童の豊かな成長を支援しま
す。

障害者支
援課

子どもの発達に応じた３つのグループに別れ、
個別支援計画に基づき児童発達支援を提供し
ました。
≪親子通所≫
・契約児童数：80人
・開所日数：228日
・利用延人数：2,270人
・りんご・ばななグループ開催日数：439回
・ほしグループ開催日数：72回
・追加短時間療育プログラム：39回
・追加個別プログラム：6回
関係機関と療育の情報共有を行うことで、児
童の成長に生かすことができました。

有 ○

計画どおりプログラムを実施することができた
ため。
個々が通う幼稚園や保育園等の関係機関と
情報共有の連携を行うことにより、きめ細かい
支援を行うことができたため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

③障害のあ
る子どもの
受け入れ

私立保育園・幼稚園・こどもルーム
の運営事業者に対し、補助金の交
付や職員募集の協力を通じた支
援を行います。

保育課

保育所においては、障がいのある児童及び同
等程度の障がいのある児童の保育を実施して
いる、15か所に補助金を交付しました。
・交付金額：10,725,625円
幼稚園においては、障がいのある児童を受け
入れている５園に補助金を交付しました。
・補助対象児童：54人
・交付金額：3,240,000円
こどもルームにおいては、障がいのある子ども
を受け入れるため、10ルームで支援員の加配
を行いました。

― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

④行動援
護・移動支
援事業等
の充実

行動援護、同行援護、移動支援な
ど、障害のある子どもの地域にお
ける社会参加、余暇活動のための
外出を支援します。
また、利用者のニーズを把握し、
事業の充実を図ります。 障害者支

援課

利用申請があった者に対して、行動援護、同
行援護、移動支援のサービスを提供し、障が
いのある子どもの社会参加の機会を広げまし
た。
・行動援護年間利用時間数（障がい児のみ）：
366.0時間
・同行援護年間利用時間数（障がい児のみ）：
133.5時間
・移動支援年間利用時間数（障がい児のみ）：
156.0時間

― ○

外出の支援が必要となる児童に対し、サービ
ス提供を行ったため。
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４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑤日中一
時支援事
業の充実

障害のある子どもに、日中におけ
る活動の場を提供し、見守りや社
会に適応するための生活訓練など
を行います。
また、利用者のニーズを把握し、
事業の充実を図ります。

障害者支
援課

市内・市外にある事業所のうち、日中一時支
援提供事業所として登録してある事業所で、
障がいのある子どもの一時預かり、社会生活
の訓練を行い、障がいのある子どもとその家
族の生活の支援を行いました。
・日中一時支援事業年間利用回数（障がい児
のみ）：166回

― ○

日中の施設への預かりを希望する利用者に対
し、サービス提供を行ったため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑥保育所
等訪問支
援

保育所等を利用中又は今後利用
予定である障害のある子どもに対
し、訪問により保育所等における
集団生活に適応するための専門
的な支援を提供し、保育所等の安
定した利用を促進します。

障害者支
援課

保育所等訪問支援のサービス利用申請の
あった利用者に対して、保育所等の安定した
利用の促進を行いました。
・利用実人員：34人
・利用延日数：370日

― ○

保育所等での集団生活への適応に向けた支
援が必要な児童に対して、サービス提供を
行ったため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑦放課後
等デイサー
ビス

学校就学中の障害のある子どもに
対し、放課後や夏季等における長
期休業期間において、生活能力向
上のための訓練などを継続的に
提供します。

障害者支
援課

市内・市外の放課後等デイサービスの提供事
業所で、就学中の子どもの放課後や休日生活
の充実をはじめ、日常生活能力の向上に対す
る支援を行いました。
・放課後等デイサービス年間利用日数：39,530
日

有 ○

放課後、または学校の長期休業期間で支援が
必要な児童に対してサービス提供を行ったた
め。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑧居宅介
護（ホーム
ヘルプサー
ビス）の充
実

障害があるために日常生活を営
むことが困難な子どもに対し、在
宅のまま入浴、排せつ、食事の介
護などを行います。
また、利用者のニーズを把握し、
事業の充実を図ります。

障害者支
援課（現：
障がい者支
援課）

重度の肢体不自由がある子など、日常生活を
営むことが困難な子どもで利用申請があった
者に、居宅介護（ホームヘルプサービス）の提
供を行いました。
・居宅介護年間利用時間数（障がい児のみ）：
1649.0時間

― ○

重度の肢体不自由のある児童へ、居宅におけ
る支援を行ったため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑨短期入
所（ショート
ステイ）の
充実

介護する人が病気などにより自宅
で介護ができない場合に、短期
間、夜間も含め、施設で入浴、排
せつ、食事などの介護などを行い
ます。
また、利用者のさまざまな利用形
態に対応できるようにサービスの
充実を図ります。

障害者支
援課（現：
障がい者支
援課）

事前に短期入所の利用申請があった者に対し
て、障がいのある子を介護していた人が、病気
や仕事等で介護できない時に、施設で夜間を
含めてその子を預かることで、障がいのある
子とその家族の生活支援を行いました。
・短期入所年間利用日数（障がい児のみ）：
164日

― ○

短期入所を必要とする児童に対して、サービ
ス提供を行ったため。
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４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑩特別支
援教育就
学奨励費
援助

小学校・中学校の特別支援学級な
どに在籍し、一定の障害や疾病が
ある児童生徒の保護者に対し、所
得に応じて学用品費、給食費など
の一部を援助します。
特別支援教育への社会的な関心
の高まりと、特別な支援を必要と
する児童生徒への教育に対応す
るため、制度について積極的な周
知を図ります。

学務課

四街道市特別支援教育就学奨励費交付要綱
に基づき、小学校・中学校の特別支援学級な
どに在籍し、学校教育法施行令第22条の3に
規定する障害の程度に該当する児童生徒の
保護者に、所得に応じて学用品費、給食費な
どの一部を援助しました。また制度の周知とし
て、市内各小中学校の全児童生徒に制度案
内を配付しました。
≪児童≫
・学用品費等：201人、2,654,284円
・給食費：183人、4,388,336円
≪生徒≫
・学用品費等：87人、3,027,429円
・給食費：82人、2,497,487円

― ○

四街道市特別支援教育就学奨励費交付要綱
に基づき、小学校・中学校の特別支援学級な
どに在籍し、学校教育法施行令第22条の3に
規定する障害の程度に該当する疾病がある
児童生徒の保護者に、所得に応じて学用品
費、給食費などの一部を援助することができた
ため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑪重度心
身障害者
（児）医療
費助成

重度心身障害者（児）を対象に、
医療費の助成を行い、経済的負
担の軽減を図ります。

障害者支
援課

障害者手帳交付時に、等級・程度や所得状況
で助成対象の該当になりえる児童とその家族
に対して申請の案内と申請手続きを行いまし
た。
（平成27年８月より現物給付開始）
※他公費優先のため、子ども医療費助成の対
象者は、対象外となります。
≪令和７年３月31日時点≫
・子ども医療優先のため対象外の児童：110人
・助成対象児童：0人
※助成対象児童は、子ども医療が高校生相当
の年齢までの児童に拡大したため、　0人。

― ○

R4年度以降、子ども医療の対象者拡大に伴
い、重心の対象者になるものが0人となった
が、いずれの年度も子ども医療の対象から外
れた際に、円滑に本制度に移行できるよう申
請の案内と手続を行っていたため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑫自立支
援医療（育
成医療）

身体に障害のある児童が、その障
害の回復又は軽減が期待される
治療（手術等）を行う場合に、その
治療費の助成を行い、経済的負
担の軽減を図ります。

障害者支
援課

身体に障がいのある児童で、障がいの回復又
は軽減のための治療（手術等）を行う際の医
療費を、１割に軽減（所得に応じて月額上限設
定）させ、経済的負担の軽減を図りました。
・利用実人員：64人

― ○

制度の申請を行った児童に対して、診療内容
や所得状況を確認したうえで支給決定を行
い、医療費の軽減を行ったため。

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑬医療的
ニーズへの
対応

医療的ケアが必要な子どもの支援
のため、関係機関による連携、協
議の場の設置に取り組みます。

障害者支
援課

医療的ケアが必要な子どもの支援のため、相
談支援事業所と連携を図り、福祉サービスの
提供や生活の充実に向けて相談支援を行い
ました。また、四街道市医療的ケア児等支援
協議会を年2回開催し、医療的ケア児の支援
のための協議を行いました。

― ○

関係機関と連携し、医療的ケア児への支援の
ための協議等を行ったため。



※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

４ ２．
(2)障害の
ある子ども
への支援

⑭就学相
談の充実

児童生徒一人ひとりの教育的ニー
ズに応じた、きめ細かい就学相談
及び教育支援を進めます。
保護者からの依頼により、随時、
就学相談を行い、教育支援委員
会の審議結果をもとに保護者との
相談を進め、適切な就学先の決定
を行います。

指導課

児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握しな
がら、就学相談及び教育支援を行いました。ま
た、教育支援委員会を４回（10月２回、11月、１
月）開催し、合計245件の審議を行いました。
審議結果をもとに、保護者と相談を重ねながら
適切な就学先を決定することができました。

― ○

教育支援委員会の審議結果をもとに、保護者
と相談を進め、適切な就学先を決定できたた
め。

４ ２．

(3)児童虐
待防止対
策・支援が
必要な家庭
への支援

①児童虐
待防止の
広報及び啓
発

体罰によらない子育て等を推進す
るため、体罰や暴力が子どもに及
ぼす悪影響や体罰によらない子育
てに関する理解が広まるよう、普
及啓発活動を行います。
また、保護者に対しては、監護を
著しく怠ることはネグレクトに該当
することを踏まえ、子どもを自宅や
車内に放置してはならないことを
母子健康手帳や乳幼児健診の機
会などを活用して周知します。

子育て支援
課

11月の児童虐待防止推進月間には、市の広
報（11/1号）及びホームページに児童虐待防
止に関する記事や相談先を掲載し、啓発を行
いました。また、市内の幼稚園・保育所・小学
校・中学校・福祉センター・公民館・図書館・病
院・歯科医院、総合小売店、駅などに児童虐
待防止のポスター・リーフレットを配布し、啓発
活動を行いました。
「伝わる子育て講座」と題して子育て支援講座
を開催しました。

―

【子育て支援課：○】
市内の広範囲に向けた普及啓発活動を実施
することができたため。

４ ２．

(3)児童虐
待防止対
策・支援が
必要な家庭
への支援

①児童虐
待防止の
広報及び啓
発

体罰によらない子育て等を推進す
るため、体罰や暴力が子どもに及
ぼす悪影響や体罰によらない子育
てに関する理解が広まるよう、普
及啓発活動を行います。
また、保護者に対しては、監護を
著しく怠ることはネグレクトに該当
することを踏まえ、子どもを自宅や
車内に放置してはならないことを
母子健康手帳や乳幼児健診の機
会などを活用して周知します。

健康増進
課

出生届け出後のこども手帳配布時に、愛のム
チゼロ作戦のチラシを用い啓発しました。
母子健康手帳発行時や乳幼児健診、電話相
談などで虐待状況を聞き取った際には、児へ
の影響を伝え子育て支援課に相談できるよう
つなげています。
パパママルームで揺さぶられっ子症候群につ
いて啓発しました。

―

【健康増進課：〇】
こども手帳配布時にチラシでの啓発を行い、
各事業において虐待状況の聞き取りをした際
に子育て支援課への相談や当課による事業
で支援を行ったため。

○
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４ ２．

(3)児童虐
待防止対
策・支援が
必要な家庭
への支援

②養育支
援訪問事
業

養育に係る支援が特に必要であ
ると認められる家庭に対し、その
養育が適切に行われるよう、居宅
において、養育に関する相談、指
導、助言その他の必要な支援を行
います。

子育て支援
課

（育児・家事援助）
養育に係る支援が特に必要であると認められ
る家庭に対し、居宅において、養育に関する
相談、指導、助言その他の必要な支援を行い
ました。
・訪問延人数：8人

有

【子育て支援課：〇】
養育に係る支援が特に必要であると認められ
る家庭に対し、居宅において、養育に関する
相談、指導、助言その他の必要な支援を行っ
たため。

４ ２．

(3)児童虐
待防止対
策・支援が
必要な家庭
への支援

②養育支
援訪問事
業

養育に係る支援が特に必要であ
ると認められる家庭に対し、その
養育が適切に行われるよう、居宅
において、養育に関する相談、指
導、助言その他の必要な支援を行
います。

健康増進
課

各種母子保健事業を通して、虐待予防の観点
から実情を把握し、必要な家庭には訪問をし、
支援を実施しました。また、各種相談・健康診
査未受診者へは、受診につながるよう電話連
絡や家庭訪問を実施し、家庭状況や子どもの
状況が把握できないときには、居所不明児とし
て、子育て支援課などへ情報提供を行い、各
関係部署において対応しました。
・訪問延人数：17人

有

【健康増進課：〇】
養育環境の確認が必要な家庭に対し、保健師
等が必要に応じて訪問支援を行ったため。

４ ２．

(3)児童虐
待防止対
策・支援が
必要な家庭
への支援

③子どもを
守る地域
ネットワー
ク機能の強
化

児童及び配偶者等に対する暴力
防止対策地域協議会（通
称:CANPY）を開催し、関係機関と
の連携や相談体制などの機能充
実により複合的な対応を図りま
す。
職員や相談員の体制を強化し、虐
待の早期発見や防止対策、相談
支援体制を充実していきます。

子育て支援
課

児童及び配偶者等に対する暴力防止対策地
域協議会を開催し、関係機関との連携や相談
体制などの機能充実を図りました。
・代表者部会：１回
・実務者部会全体会：２回
・実務者部会：12回

― ○

児童及び配偶者等に対する暴力防止対策地
域協議会において、関係機関と情報を共有
し、支援方法の検討などを行うことで、連携強
化や相談体制などの機能充実を図ることがで
きたため。

４ ２．

(3)児童虐
待防止対
策・支援が
必要な家庭
への支援

④助産施
設入所措
置

保健上必要があるにもかかわら
ず、経済的理由により入院助産を
受けることができない妊産婦に対
して、助産施設入所支援を行いま
す。

子育て支援
課

保健上必要があるにもかかわらず、経済的理
由により入院助産を受けることができない妊産
婦からの相談があった際に備えて、助産施設
入所支援体制を整えることが出来ました。 ― ○

相談があった際に備えて、助産施設入所支援
体制を整えることができたため。

○



※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

４ ２．

(3)児童虐
待防止対
策・支援が
必要な家庭
への支援

⑤子ども家
庭総合支
援拠点の
整備

子ども及び妊産婦に関する実状の
把握、情報の提供、調査、指導、
関係機関との連絡調整といった、
支援を一体的に担うための機能を
有する拠点を整備します。

子育て支援
課

令和３年４月１日から設置している四街道市子
ども家庭総合支援拠点の運営にあたり、関係
機関と連携して支援を行いました。

―

【子育て支援課：○】
令和３年４月１日から設置している四街道市子
ども家庭総合支援拠点の運営にあたり、関係
機関と連携して支援を行うことができたため。

４ ２．

(3)児童虐
待防止対
策・支援が
必要な家庭
への支援

⑤子ども家
庭総合支
援拠点の
整備

子ども及び妊産婦に関する実状の
把握、情報の提供、調査、指導、
関係機関との連絡調整といった、
支援を一体的に担うための機能を
有する拠点を整備します。

健康増進
課

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を
行っている現状を、子育て支援課に伝え、子ど
も家庭総合支援拠点の運営における情報提
供をしました。 ―

【健康増進課：〇】
子ども家庭総合支援拠点運営のために情報
提供できたため。

４ ２．
(4)子どもの
貧困対策
の推進

①子どもの
貧困対策
の推進

子どもの生活実態の把握を行い、
関係課が連携して子どもの貧困対
策に取り組みます。
また、地域で活動する団体などと
も連携を図りながら、子どものサ
ポート体制を構築します。

社会福祉
課

生活困窮者自立支援法に戻づき、くらしサ
ポートセンターみらいと協力・連携し毎月1回、
庁内の関係部署、関係機関などが参画して、
合議体形式による生活困窮者自立支援調整
会議を開催しました。

―

【社会福祉課：〇】
生活困窮者自立支援調整会議にて、関係機
関との情報共有や連携を継続的に実施してお
り、子どもを含めたケースへのきめ細かな対応
を実施したため。

４ ２．
(4)子どもの
貧困対策
の推進

①子どもの
貧困対策
の推進

子どもの生活実態の把握を行い、
関係課が連携して子どもの貧困対
策に取り組みます。
また、地域で活動する団体などと
も連携を図りながら、子どものサ
ポート体制を構築します。

子育て支援
課

庁内連絡会議を開催し、子どもの貧困対策に
関する施策の実施状況を確認するとともに、
貧困対策計画を策定しました。

―

【子育て支援課：〇】
会議を開催することで施策の情報共有や計画
策定を行うことができたため。

４ ２．
(4)子どもの
貧困対策
の推進

①子どもの
貧困対策
の推進

子どもの生活実態の把握を行い、
関係課が連携して子どもの貧困対
策に取り組みます。
また、地域で活動する団体などと
も連携を図りながら、子どものサ
ポート体制を構築します。

健康増進
課

妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を
行っている中で、生活の実態を把握し、生活が
困窮している場合は、関係部署に情報提供
し、一緒に支援しました。 ―

【健康増進課：〇】
実態を把握し、支援に繋げることができたた
め。

○

○



※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

４ ２．
(4)子どもの
貧困対策
の推進

①子どもの
貧困対策
の推進

子どもの生活実態の把握を行い、
関係課が連携して子どもの貧困対
策に取り組みます。
また、地域で活動する団体などと
も連携を図りながら、子どものサ
ポート体制を構築します。 学務課

経済的理由で就学が困難な児童生徒の保護
者に学用品費等・給食費の援助を行いまし
た。また制度の周知として、年2回市内各小中
学校の全児童生徒に制度案内を配付しまし
た。
≪児童≫
・学用品費等：327人、8,607,495円
・給食費：308人、13,792,793円
≪生徒≫
・学用品費等：172人、11,714,430円
・給食費：169人、9,354,667円

―

【学務課：〇】
四街道市就学援助費支給規則に基づき適切
に業務を遂行し、保護者の経済的負担が軽減
されたことにより、児童生徒を安心して就学さ
せることができたため。

４ ２．
(4)子どもの
貧困対策
の推進

①子どもの
貧困対策
の推進

子どもの生活実態の把握を行い、
関係課が連携して子どもの貧困対
策に取り組みます。
また、地域で活動する団体などと
も連携を図りながら、子どものサ
ポート体制を構築します。

指導課

市内小中学校、市教育委員会、関係課が連携
しながら、相談の内容に応じ、スクールカウン
セラー、スクールソーシャルワーカーを活用す
ることができました。 ―

【指導課：〇】
スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカーを活用すると共に、関係課等と連携し
た対応ができたため。

４ ２．
(4)子どもの
貧困対策
の推進

①子どもの
貧困対策
の推進

子どもの生活実態の把握を行い、
関係課が連携して子どもの貧困対
策に取り組みます。
また、地域で活動する団体などと
も連携を図りながら、子どものサ
ポート体制を構築します。

青少年育
成センター

スクールソーシャルワーカーを中心に、各関係
課、関係機関と連携し、子どものサポート体制
の構築を図りました。

―

【青少年育成センター：〇】
相談案件により、各関係課、関係機関に適切
につなぎ、協力して支援することができたた
め。

４ ２．

(5)外国に
ルーツをも
つ子ども・
家庭への
支援

①外国に
ルーツをも
つ子ども・
家庭への
支援

窓口や保育施設等において利用
者の言語に配慮した案内を行う等
の、それぞれの事情に応じた丁寧
な支援を推進します。
また、外国にルーツをもつ児童生
徒について、言語・文化等の相違
に対応するため、関係機関等と連
携を図り、協働しながら、児童生
徒・保護者への包括的な支援体制
を構築します。

子育て支援
課

窓口において、利用者の言語に配慮した案内
を行いました。
翻訳機を活用しながら、相談手続等で窓口に
訪れた外国人との円滑かつ正確な意思疎通
を行うことができました。

―

【子育て支援課：○】
翻訳機を活用しながら意思疎通を図ることが
できたため。

○

○



※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

４ ２．

(5)外国に
ルーツをも
つ子ども・
家庭への
支援

①外国に
ルーツをも
つ子ども・
家庭への
支援

窓口や保育施設等において利用
者の言語に配慮した案内を行う等
の、それぞれの事情に応じた丁寧
な支援を推進します。
また、外国にルーツをもつ児童生
徒について、言語・文化等の相違
に対応するため、関係機関等と連
携を図り、協働しながら、児童生
徒・保護者への包括的な支援体制
を構築します。

保育課

窓口や保育所等において利用者の言語に配
慮した案内を行う等の、それぞれの事情に応
じた丁寧な支援をすることができました。
また、関係機関等と連絡を図り、協働しなが
ら、児童生徒・保護者への包括的な支援を行
うことができました。 ―

【保育課：〇】
計画どおり事業を実施することができたため。

４ ２．

(5)外国に
ルーツをも
つ子ども・
家庭への
支援

①外国に
ルーツをも
つ子ども・
家庭への
支援

窓口や保育施設等において利用
者の言語に配慮した案内を行う等
の、それぞれの事情に応じた丁寧
な支援を推進します。
また、外国にルーツをもつ児童生
徒について、言語・文化等の相違
に対応するため、関係機関等と連
携を図り、協働しながら、児童生
徒・保護者への包括的な支援体制
を構築します。

健康増進
課

外国語版の母子健康手帳や予防接種予診
票、健診問診票を準備し対応しました。また、
翻訳機や優しい日本語を活用しながらコミュニ
ケーションを図り、支援することができました。

―

【健康増進課：〇】
外国にルーツを持つこども・家庭に支援を実施
できたため。

○



※

基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

４ ２．

(5)外国に
ルーツをも
つ子ども・
家庭への
支援

①外国に
ルーツをも
つ子ども・
家庭への
支援

窓口や保育施設等において利用
者の言語に配慮した案内を行う等
の、それぞれの事情に応じた丁寧
な支援を推進します。
また、外国にルーツをもつ児童生
徒について、言語・文化等の相違
に対応するため、関係機関等と連
携を図り、協働しながら、児童生
徒・保護者への包括的な支援体制
を構築します。

学務課

  外国人児童生徒コミュニケーション支援事業で
は、国際理解に関する見識が深い方を講師として
招き、市内の小学校において教職員を対象に、外
国籍児童生徒への異文化理解を深めるための研
修会を実施しました。また、日本語指導のあり方
について大学教授を招聘し、「市日本語指導研修
会」を開催しました。
さらに、市内日本語指導担当者や管理職で構成
する日本語指導担当者連絡協議会を開催し、関
係者間での情報共有・意見交換を行いました。
小学校の入学前説明会では、学校の要望に応じ
て、入学予定の外国籍児童の保護者等に対し通
訳者を派遣しました。また、学校からの依頼に基
づき、保護者宛ての文書を英語・ダリー語・中国語
の3言語に翻訳し、翻訳版を作成しました。
 学校支援職員派遣事業では、学校の要請に応じ
て語学指導員を派遣しました。特に、ペルシャ語・
ダリー語の語学指導員の確保が困難な状況の
中、今年度より新たに1名を雇用することができま
した。これにより、中国語を含めた計7名の語学指
導員により、日本語指導が必要な児童生徒に対し
て、学習支援および学校生活への支援を行う体制
が整いました。
今後も、引き続き関係機関と連携を図りながら、
人材確保に努めてまいります。

―

【学務課：〇】
計画した事業を概ね行うことができたため。

○



四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～進行管理シート　令和６年度実績
◎ 1施策

基本方針５　子ども・子育てにやさしいまちづくり ○ 11施策
基本施策１．子ども・子育てに配慮した生活環境の充実 △ 1施策

× 0施策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※複数の担当課がある場合は、総合評価を記載（各担当課の評価は「評価の根拠」に記載）

※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

①道路バリ
アフリー事
業

誰もが安心して道路を利用できる
よう、段差が少なく幅員の広い歩
道の整備を計画的に推進します。

土木課

千代田団地のバリアフリー工事（9箇所）を実
施しました。

―

【土木課：○】
予定していた工事の実施を行ったため。

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

①道路バリ
アフリー事
業

誰もが安心して道路を利用できる
よう、段差が少なく幅員の広い歩
道の整備を計画的に推進します。 市街地整

備課

特にありませんでした。

―

【市街地整備課：〇】
バリアフリー事業として、実施した事業がな
かったため。

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

②市内バス
路線サービ
スの充実

バス路線の確保・維持に向け、事
業者に働きかけを行うとともに、多
くの方にバスを利用していただくた
めに、市内バス路線の周知・啓発
を行います。

政策推進
課

バス事業者等との協議・調整及び要望活動を
行いました。また、市内循環バス「ヨッピィ」を
運行するバス事業者に対し、運行経費から運
賃収入を控除した額の補助を行い、周知チラ
シ、時刻表配布等のＰＲによる利用促進を行
いました。

― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

○



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

③利用しや
すい公共施
設の整備

小さな子どもを抱えた保護者など
が利用しやすい公共施設の整備
を推進します。
授乳室やベビーコーナー、キッズ
スペースなどの整備については、
新庁舎建設計画、公共施設再配
置計画等の中で設置を検討しま
す。

管財課

新庁舎建設の設計で、授乳室や、キッズス
ペースの設置を計画しており、令和６年度は新
庁舎の建設を進めました。

―

【管財課：○】
令和４年度に庁舎整備工事に着工しており、
新築棟開庁時（令和６年度）には、授乳室や、
キッズスペースなどの設置を行ったため。

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

③利用しや
すい公共施
設の整備

小さな子どもを抱えた保護者など
が利用しやすい公共施設の整備
を推進します。
授乳室やベビーコーナー、キッズ
スペースなどの整備については、
新庁舎建設計画、公共施設再配
置計画等の中で設置を検討しま
す。

社会福祉
課

福祉センター及びわろうべの里は授乳室や
キッズスペースを完備しています。
また、諸室の一部を一時的にベビースペース
にするなど、臨機応変に対応しています。

―

【社会福祉課：○】
授乳室やキッズスペースを完備し、ベビース
ペースについても、臨機応変に対応しているた
め。

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

③利用しや
すい公共施
設の整備

小さな子どもを抱えた保護者など
が利用しやすい公共施設の整備
を推進します。
授乳室やベビーコーナー、キッズ
スペースなどの整備については、
新庁舎建設計画、公共施設再配
置計画等の中で設置を検討しま
す。

社会教育
課

公民館では、授乳室の整備はないものの個別
の要望に対し、館長室等を提供しています。な
お、おむつ交換台は全館設置している状況で
す。

―

【社会教育課：△】
おむつ交換台は全館に設置しているが、授乳
室等の設置は難しい状況であるため。

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

③利用しや
すい公共施
設の整備

小さな子どもを抱えた保護者など
が利用しやすい公共施設の整備
を推進します。
授乳室やベビーコーナー、キッズ
スペースなどの整備については、
新庁舎建設計画、公共施設再配
置計画等の中で設置を検討しま
す。

スポーツ青
少年課

安心安全を最優先に、市民のスポーツ活動の
場所を確保するために各施設の緊急的な修
繕、機器の更新を実施しました。また、指定管
理者との綿密な打ち合わせを実施し、可能な
限り利用しやすい施設の提供に努めました。 ―

【スポーツ青少年課：○】
修繕等が必要となった場合、適期予算措置を
講ずるなどして、体育施設の環境整備に努め
たため。

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

③利用しや
すい公共施
設の整備

小さな子どもを抱えた保護者など
が利用しやすい公共施設の整備
を推進します。
授乳室やベビーコーナー、キッズ
スペースなどの整備については、
新庁舎建設計画、公共施設再配
置計画等の中で設置を検討しま
す。

図書館

児童室の絵本書架を購入し、明るく見やすい
絵本コーナーへ配置換えをすることができまし
た。
おはなしのへやの絨毯張替修繕を行いまし
た。
おはなしのへやの空調機器設置工事を行いま
した。

―

【図書館：○】
来館する子どもや保護者の安全や快適さに配
慮した施設の修繕を行うことができたため。

○



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

④外出しや
すい環境の
整備

授乳やおむつ替えができる公共施
設や民間施設を「赤ちゃんの駅」と
して登録し、情報提供を行います。
また、移動式赤ちゃん休憩室を市
主催イベントで活用するほか、外
部団体にも貸し出しを行い、乳幼
児連れの親子が、授乳やおむつ
替えの心配をせず、安心して外出
できる環境を整えます。

子育て支援
課

授乳やおむつ替えができる「赤ちゃんの駅」の
登録施設の随時募集及び登録した施設をホー
ムページで掲載し情報提供を行いました。
・登録数：14か所（うち、新規登録０か所）

有 △

公表することで乳幼児を抱える保護者の外出
促進を図ることが出来たが、新規登録施設を
増やすことができなかったため。

５ １．
(1)子育てし
やすい環境

⑤三世代
同居・近居
への支援

子育て環境の向上のため、三世
代（親・子・孫）で同居・近居をする
方に、住宅取得の費用の一部を
補助します。 建築課

子育て環境の向上及び高齢者が安心して暮ら
せるよう、三世代（親・子・孫）で同居・近居をす
る方に住宅取得等（購入・新築）の費用に対し
て補助金（補助率1/2、上限100万円）を交付し
ました。

― ○

親世帯と子世帯が互いに協力できる環境づく
りを促進できたため。

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

①交通安
全教室・交
通安全運
動の推進

幼児から高齢者までの幅広い層を
対象に、交通安全教室を開催し、
交通安全知識を習得できるように
努めます。
市民への交通安全意識の向上と
交通安全思想の普及を目的に、
警察署、地域などと協力・連携を
図り、交通安全運動を中心とした
各種啓発運動を展開します。

自治振興
課

幼児、小中高生、ＰＴＡの方々を対象に交通安
全教室を開催し、交通安全知識を習得できる
ように努めました。
市民への交通安全意識の向上と交通安全思
想の普及を目的に、警察署、地域などと協力・
連携を図り、交通安全運動を中心とした各種
啓発運動を展開しました。

有 ◎

計画どおり事業を実施することができたため。
※令和６年度交通安全教室開催回数８４回、
参加者数５，８４９人

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

②シートベ
ルト及び
チャイルド
シートの正
しい着用の
徹底

「全ての座席のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底」
をめざし、警察署、関係機関・団体
などとの協力・連携のもと、積極的
に普及啓発活動を展開します。

自治振興
課

「全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
の正しい着用の徹底」をめざし、警察署、関係
機関・団体などとの協力・連携のもと、積極的
に普及啓発活動を展開しました。 ― ○

計画どおり事業を実施することができたため。



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

③交通安
全対策の
推進

学校・地域などから要望があった
信号機、横断歩道等の交通安全
施設について、警察署を通じ公安
委員会へ設置要望を行い、警察
署等と協議しながら、整備・充実を
図ります。
また、市内道路の円滑な交通確保
と交通事故の防止に向け、ガード
レールやカーブミラーの設置など
を行います。

自治振興
課

学校・地域などから要望があった信号機、横
断歩道等の交通安全施設について、警察署を
通じ公安委員会へ設置要望を行い、警察署等
と協議しながら、整備・充実を図りました。
※カーブミラー、ガードレールは土木課

―

【自治振興課：〇】
計画どおり事業を実施することができたため。

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

③交通安
全対策の
推進

学校・地域などから要望があった
信号機、横断歩道等の交通安全
施設について、警察署を通じ公安
委員会へ設置要望を行い、警察
署等と協議しながら、整備・充実を
図ります。
また、市内道路の円滑な交通確保
と交通事故の防止に向け、ガード
レールやカーブミラーの設置など
を行います。

土木課

通学路合同点検で検証した危険箇所や自治
会等からの交通安全施設要望箇所に路面標
示等の交通安全施設を設けました。

―

【土木課：○】
通学路合同点検で検証した危険箇所や自治
会等からの要望に対する交通安全施設整備
を６割以上実施しているため。

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

④消費者
教育の推
進

子どもたちが将来、賢い消費者と
なるために、子ども消費者教室な
どを開催し、より多くの児童の参加
を促進します。

産業振興
課

イトーヨーカ堂の協力で「お仕事体験ツアー」を
実施し、商品が消費者の手に安全に届くまで
の流通の仕組みを学びました。 ― ○

計画どおり事業を実施することができたため。

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

⑤「こども
110番の
家」の充実

「こども110番の家」活動の周知・
普及を図るとともに、各学校ＰＴＡ
や事業所などの主体的活動を促
進し、各小学校・中学校の協力体
制の充実を図ります。地域の子ど
もは地域で守るという意識の醸成
と、子どもへの犯罪の抑止効果を
図るため、子ども会や婦人会中学
校区連絡協議会等と連携し「こど
も110番の家」プレートの設置の拡
大に努めます。

青少年育
成センター

「こども１１０番の家」活動の推進については、
中央小学校で実施した対応訓練の様子を市
ホームページに掲載し、市民への周知を図り
ました。なお、協力家庭数が若干昨年度末より
減少している主な理由は、高齢のため辞退し
たいとの希望をされる方が増えたことです。
・3月31日時点の協力家庭件数：2,781件

有 ○

新規協力家庭や事業所も一定数いるが、辞退
者がそれを上回っており、全体としてはやや減
少傾向にあるため。

○



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課 実施状況
数値
目標

評価 評価の根拠

令和６年度成果第２期こどもプラン掲載内容

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

⑥防犯対
策の推進

市防犯協会及び区・自治会によ
り、青色回転灯装備車による防犯
パトロールを継続して実施するとと
もに、区・自治会などによる夜間防
犯パトロールが、市域全体に活動
が広まるよう普及啓発に努めま
す。
市内に設置している防犯カメラの
効果的な運用に努めます。

自治振興
課

市防犯協会及び区・自治会により、青色回転
灯装備車による防犯パトロールを継続して実
施するとともに、区・自治会などによる夜間防
犯パトロールが、市域全体に活動が広まるよ
う普及啓発に努めました。
また、市内に設置している防犯カメラの効果的
かつ適切な運用に努めました。

有 ○

計画どおり事業を実施することができたため。
※令和６年度防犯パトロール回数（青パト出動
回数）６７１回

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

⑦子どもの
防犯・防
災・安全意
識の向上

防犯・防災・安全に関する学習機
会づくりなどにより、意識の向上を
図ります。
不審者対応を目的とした防犯教室
の開催や、地震や火災を想定した
避難訓練を実施し、子どもたちの
防犯・防災に対する意識の向上
と、危機回避能力の育成に努めま
す。
また、情報に関する安全教育の観
点からも情報モラル教育を充実強
化します。

指導課

防災教育については、各校や地域の実態に合
わせて、さまざまなケースを想定した避難訓練
を実施し、児童生徒の防災に対する意識及び
実践力の向上につながりました。
・避難訓練実施延回数：小学校８８回、中学校
１４回
・不審者対応訓練実施校：小・中学校１５校
・４月に全小中学校の教頭と情報主任を対象
とした教育ネットワーク会議を開催、８月に情
報大学の教授を講師として招き、情報モラル
研修を行いました。

― ○

計画をしていた事業を実施することができたた
め。

５ １．
(2)身近な
安全の強
化

⑧不審者
情報の提
供

四街道市メール配信サービス「よ
めーる」による不審者情報のメー
ル配信を行い、注意喚起を呼び掛
けます。
また、通学路危険箇所（不審者出
没箇所）の調査を実施し、教育関
係機関、地域、家庭と危険箇所の
情報共有に努めます。 青少年育

成センター

不審者情報の確認等を四街道警察署と連携し
て行い、関係機関へ迅速に配信したことによ
り、市内各小中高等学校への迅速かつ正確な
情報提供ができ、状況によって、学校から家
庭へのメール配信につながりました。また、不
審者への犯罪抑止効果や児童生徒への注意
喚起を目的に、青色回転灯装着車両を使用し
不審者出没箇所への巡回および不審者出没
危険個所への予防巡回を実施しました。また、
市民への周知が必要なものについては「よ
めーる」を配信し、市ホームページ不審者マッ
プへの掲載を行いました。これらの取組の結
果、学校と保護者及び地域が連携して児童生
徒の安全確保に努めることが可能となりまし
た。

― ○

不審者情報を教育関係機関や市民に注意喚
起を呼び掛けることができたため。



※単位を年度当初の定員数としている事業のみR７実績値を記載。（R7当初-R6当初=R6年度中の整備数）

単位 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R2 R3 R4 R5 R6 R7
基本
方針

基本
施策

取組
内容

施策 担当課

定員数（人）
※各年度5/1

2,196 2,146 2,096 2,076 2,076 2,076 2,196 2,196 2,166 2,076 1,820 1,715

803 864 889 1,086 1,143 1,198 799 904 966 1,086 1,182 1,243

126 126 126 142 145 148 129 138 137 142 150 152

470 595 620 717 735 753 471 575 677 717 749 761

特定型（子育てコンシェルジュ） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １ ２． (1) ① 保育課

母子保健型（妊娠期からの相談支援の充実） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ２ １． (1) ① 健康増進課

利用実人数（人） 562 563 581 585 581 860 879 943 968 1,135 １ ２． (2) ① 保育課

定員数（人）
※各年度5/1

730 770 850 1,004 1,004 1,054 851 881 944 1004 1004 1,089 ３ １． (1) ① 保育課

利用延人数（人日） ― 30 30 30 30 ― 0 5 81 207 １ ２． (2) ⑦ 保育課

訪問実人数（人） 698 702 705 708 709 578 688 526 600 548 ２ １． (1) ④ 健康増進課

育児・家事援助 32 10 0 4 8 子育て支援課

専門的相談支援 52 39 25 10 17 健康増進課

利用延人数（人） 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 16,277 15,652 16,026 11,189 17,495

施設数（か所） 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13

幼稚園等における在園児の預かり保育・幼稚
園型

46,942 49,419 52,027 54,772 57,662 37,649 44,230 49,500 50,697 48,311 ③

保育所等の一時保育等・幼稚園型以外 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 6,083 5,078 5,100 4,714 4,963 ④

病児保育 630 726 729 120 603

病後児保育 630 726 729 120 603

未就学児 750 753 847 884 575

就学児 512 392 621 609 572

延受診件数（件） 9,772 9,828 9,870 9,912 9,926 7,826 7,969 7,354 7,696 7,165 ２ １． (2) ① 健康増進課

受入可能人数（人
日）

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）

病児・病後児保育事
業

1,440 1,440

１

(2)

２． (2)

１ ２．

保育課③１利用延人数（人日） 1,894 1,940 ２．1,914 (3)

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

利用者支援事業

一時預かり事業

妊婦健診事業（妊婦一般健康診査）

子育て援助活動支
援事業（ファミリー・
サポート・センター事
業）

四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～進行管理シート　令和６年度実績（数値目標）

81

時間外保育事業（延長保育事業）

放課後児童健全育成事業（こどもルーム事業）

子育て短期支援事業

１ １．

1,937

養育支援訪問事業 訪問延人数（人）

1,929

対応施策

２． (3) ②79

1,440

(1) 保育課①

80

教
育
・
保
育
事
業

定員数（人）
※各年度4/1

区分

実績値数値目標 目標値

保育課

保育課

保育課

１

⑥1,440

実施窓口（か所）

7877

教育（認定こども園・幼稚園）【３～５歳】１号認定と２号認定（教育希
望）

保育(認定こども園・保育所）【３～５歳】２号認定（保育希望）

保育(認定こども園・保育所）【０歳】３号認定

保育(認定こども園・保育所）【１・２歳】３号認定

乳児家庭全戸訪問（こんにちは赤ちゃん）事業

４

⑤(2)２．

1,440

利用延人数（人日）



単位 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R2 R3 R4 R5 R6 R7
基本
方針

基本
施策

取組
内容

施策 担当課

対応施策

区分

実績値数値目標 目標値

実施回数（回） 9 14 18 18 9 9 ２ １． (1) ② 健康増進課

妊娠届出に伴う妊婦面接 100 100 99.4 99.5 99.7 99.8 ①

３～４か月児相談（未利用者の把握含む） 100 98.9 98 100.0 97.2 101.4 ⑤

実施回数（回） 30 29 31 32 31 31

実施人数（人） 1,400 1,346 1,345 1,466 1,340 1,263

１歳６か月児健康診査 98 95.3 99.3 98.0 98.9 98.1

３歳６か月児健康診査 95 96.2 98.4 97.8 97.9 97.9

２歳６か月児歯科健康診査 受診率（％） 85 63.4 81.6 83.8 84.2 85.8

虫歯のない幼児の割合（３歳６か月児） 割合（％） 85 88.1 91.9 90.5 93.4 92.8

取組数（か所） 10 15 15 15 16 15 ３ １． (2) ④
政策推進課
子育て支援課

実施回数（回） 270 216 189 274 246 240 ３ １． (4) ① 青少年育成センター

開催回数（回） 3 1 2 3 3 3 ４ １． (2) ② 政策推進課

利用人数（人） 109 84 88 79 83 80 ４ ２． (2) ② 障害者支援課

利用人数（人） 244 222 243 287 301 323 ４ ２． (2) ⑦ 障害者支援課

登録数（か所） 20 0 4 14 14 14 ５ １． (1) ④ 子育て支援課

実施回数（回） 47 13 81 80 76 84

対象人数（人） 5,500 481 5,438 4,967 4,376 5,849

登録件数（件） 3,000 2,935 2,935 2,890 2,834 2,781 ５ １． (2) ⑤ 青少年育成センター

実施回数（回） 840 741 816 759 715 671 ５ １． (2) ⑥ 自治振興課

５ １．

健康増進課⑦(2)

健康増進課

健康増進課(1)

(2)

健康増進課

自治振興課①(2)

受診率（％） ２

実施率（％）

１．

１．

⑥

２ １．

２

⑤

(2)

２

市民安全パトロール隊等による防犯パトロール

そ
の
他
数
値
目
標

幼児歯科健康診査

地域と連携した子どもの居場所

街頭補導活動

事故防止方法についての知識の普及

乳幼児健康診査

幼稚園、保育園、小中学校を対象とした交通安全教室

「こども110番の家」登録件数

赤ちゃんの駅

児童発達支援事業

放課後等デイサービス

パパ・ママルームの土・日開催

妊婦・乳児の全数把
握

男女共同参画フォーラム

１．
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１．計画変更の趣旨 

本市では令和５年４月施行のこども基本法の趣旨に基づき、基本理念を「こどもたち

の夢と権利を支え、ともに未来を創るまち“よつかいどう”」とする「四街道市こども

計画」を令和７年３月に策定しました。 

現在は当該計画の期間中ですが、「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」が、

児童福祉法及び子ども・子育て支援法に規定され、令和８年度から新たな給付として全

国の自治体において開始されること、また、「満三歳以上限定小規模保育事業」が児童

福祉法に基づき創設されたことに伴い、これらの事業に係る内容は、計画への必須記載

事項となったことから、本市における対応を盛り込むこととしました。 

  

 

２．変更内容 

当初のこども計画第５章「計画の推進」に記載している「４ 教育・保育事業の量の

見込みと確保方策」及び「５ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策」

の一部について、変更します。 

 「各年度における乳児等通園支援の量の見込み並びに実施しようとする乳児等通園支

援の提供体制の確保の内容及びその実施時期に関する事項」の位置づけを変更するほか、

計画への必須記載事項となる「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提

供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容に関する事項」及び「各年度

の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る法第１９条第２号に掲

げる小学校就学前子ども（満三歳以上限定小規模保育を利用するものに限る。）の必要

利用定員総数」を新たに記載しました。 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

３．乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

   

こども計画 P101 について、計画策定時、乳児等通園支援事業は、「地域子ども・子育

て支援事業」の一部として位置づけされていましたが、「教育・保育」や「地域子ども・

子育て支援事業」と同様に新たに独立した「乳児等通園支援事業」として位置づけます。  

なお、量の見込みの算定に当たっての考え方、確保方策の考え方について変更はあり

ません。 

また、当該事業に関連し、「乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提

供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容」として、「地域の教育・保

育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れの促進に努めるほか、乳児

等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情報を共有することができる体制を整備し

ます。特に幼稚園における満３歳児クラスの活用を促進し、乳児等通園支援事業の利用

から教育・保育施設の利用への円滑な移行を支援します。」を設定します。 
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４．満三歳児以上限定小規模保育事業の創設について 

 

こども計画 P82 の保育（認定こども園・保育所）【３～５歳】における《確保方策の

考え方》表中について、「特定地域型保育事業（満三歳以上限定小規模保育事業）」の項

目を新たに設定します。なお、既存資源の活用の観点からも、幼稚園の認定こども園化

等により提供体制の確保を推進する予定であるため、令和８年から 12 年度における確

保の内容を「０」人とします。 

《確保方策の考え方》 

 
令和 
７年度 

令和 
８年度 

令和 
９年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

令和 
12 年度 

量の見込み（ａ） 1,297 人 1,291 人 1,252 人 1,231 人 1,260 人 1,257 人 

確保の内容（ｂ） 1,243 人 1,243 人 1,243 人 1,243 人 1,243 人 1,243 人 

 

特定教育・保育施設 1,235 人 1,235 人 1,235 人 1,235 人 1,235 人 1,235 人 

特定地域型保育事業
（満三歳以上限定小規
模保育事業）（追加設
定） 

－ 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

企業主導型保育施設
（地域枠分） 

8 人 8 人 8 人 8 人 8 人 8 人 

過不足（ｂ－ａ） △54 人 △48 人 △9 人 12 人 △17 人 △14 人 
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こども計画 
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保育所等の職員による虐待に関する 
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資料４ 

令和７年度第１回子ども・子育て会議 



 

1 

 

１．趣旨 

 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）等の改正により、令和７年10月１日以降、保育所等の

職員による虐待について、児童養護施設等の職員による虐待と同様に通報義務等が規定され、本

市が所管行政庁である事業における虐待に係る措置状況について、審議会等への報告が必要とな

りました。 

 

【参考：児童福祉法（抄）】 

第 33条の15 所管行政庁は、前条第２項又は第３項に規定する措置を講じたときは、速やかに、

これらの措置の内容、これらの措置に係る被措置児童等の状況その他の内閣府令で定める事項

を審議会等に報告するものとする。 

２・３ （略） 

 

報告先の審議会等は、児童福祉審議会を設置する市町村の場合、当該審議会となりますが、本

市においては該当しないため、当該審議会に代えて児童福祉事業の従事者又は学識経験者を報告

先として指定する必要があります。 

このことを踏まえ、本市関係各課にて検討したところ、本会議（子ども・子育て会議）の委員

各位が報告先として適格であるという結論に至りましたので、本会議を本市が所管行政庁である

事業における虐待に係る措置状況についての報告先として指定し、今後、定期又は臨時（重大な

事案等緊急の場合）の報告をさせていただきたいと考えています。 

 

２．報告内容 

 

児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第36条の29の規定により、報告すべき事

項は以下のとおりです。 

①通報等がなされた保育所等の情報（名称、所在地、施設種別等） 

②虐待を受けた（又は受けたと思われる）こどもの状況（性別、年齢、その他心身の状況） 

③確認できた虐待の状況（虐待の種別、内容、発生要因） 

④虐待を行った施設職員等の氏名、年齢、職種 

⑤所管行政庁において行った対応の内容 

⑥虐待があった保育所等において改善措置が行われている場合にはその内容 

 

 なお、現時点においては、本市が所管行政庁である事業（※）に係る通報等がなかったことか

ら上記事項に該当はありません。 

 （対象期間：令和７年10月１日（法施行日）～現在） 

 

※ 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、家庭的保育事業等、児童育成支援拠点事

業又は乳児等通園支援事業 



参考資料１ 

 

 

 

乳児等通園支援事業の変更内容を現行計画に溶け込ませた場合のイメージ 
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（15）産後ケア事業       ◎施策№33 

《現状》 

 
令和 

２年度 
令和 

３年度 
令和 

４年度 
令和 
５年度 

利用延人数 16 人 26 人 93 人 126 人 

《量の見込みの算定に当たっての考え方》 

  産婦数は各年度の０歳児推計児童数とし、令和５年度実績を基に推計した利用率、平均

利用日数を乗じて算出しています。 

《確保方策の考え方》 

既存の事業内容を維持することにより、量の見込みに対して十分な提供体制を確保しま

す。 

 
令和 

７年度 
令和 

８年度 
令和 
９年度 

令和 
10 年度 

令和 
11 年度 

量の見込み（ａ） 131 人日 136 人日 140 人日 145 人日 151 人日 

確保の内容（ｂ） 131 人日 136 人日 140 人日 145 人日 151 人日 

過不足（ｂ－ａ） 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 0 人日 

※人日：利用人数×利用日数 

  



第５章 計画の推進   

102 

６ 乳児等通園支援事業の量の見込みと確保方策 

○ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）   ◎施策№20 

《現状》 

  令和８年度から新たに実施する事業です。 

《量の見込みの算定に当たっての考え方》 

対象児童数にニーズ調査の数値を踏まえた利用率及び月 10 時間の利用可能枠を乗じ、定

員一人１月当たりの受け入れ可能時間数で除して算出しています。 

《確保方策の考え方》 

幼稚園や保育所等において実施することにより、量の見込みに対して十分な提供体制を

確保します。 

 
令和 

７年度 
令和 

８年度 
令和 

９年度 
令和 

10 年度 
令和 

11 年度 
令和 

12 年度 

量の見込み（必要定員数）（ａ） ― 31 人 31 人 31 人 31 人 31 人 

 
 

０歳児 ― 9 人 9 人 9 人 9 人 9 人 

１歳児 ― 11 人 11 人 11 人 11 人 11 人 

２歳児 ― 11 人 11 人 11 人 11 人 11 人 

確保の内容（ｂ） ― 31 人 31 人 31 人 31 人 31 人 

 

０歳児 ― 9 人 9 人 9 人 9 人 9 人 

１歳児 ― 11 人 11 人 11 人 11 人 11 人 

２歳児 ― 11 人 11 人 11 人 11 人 11 人 

過不足（ｂ－ａ） ― 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

《乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進

に関する体制の確保の内容》 

地域の教育・保育施設と連携し、乳児等通園支援事業の利用終了後の受入れの促進に努

めるほか、乳児等通園支援事業者と教育・保育施設との間で情報を共有することができる

体制を整備します。特に幼稚園における満３歳児クラスの活用を促進し、乳児等通園支援

事業の利用から教育・保育施設の利用への円滑な移行を支援します。 

  



保育所等の職員による虐待に関する
通報義務等について

　　　　　　 参考資料2



保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について

○ 保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおり、こどもや保護者が不安を抱えることなく安心して保

育所等に通う・こどもを預けられるような環境を整備していく必要がある。

○ 児童養護施設等や障害児者施設、高齢者施設については、職員による虐待等の発見時の通報義務等の仕組み

が設けられているところ、保育所等における虐待等への対応についても、同様の仕組みを設ける必要がある。

（※）なお、保育所等や自治体において適切な対応が図られるよう「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライ

ン」を策定し通知を発出（令和５年５月）するなどの対応を行っている。

①制度の現状・背景

②改正内容

○ 保育所等の職員による虐待について、児童福祉法等を改正し、児童養護施設等の職員による虐待と同様、
下記の規定を設ける。

・虐待を受けたと思われる児童を発見した者の通報義務

・都道府県等による事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置

・都道府県等が行った措置に対する児童福祉審議会等による意見

・都道府県による虐待の状況等の公表

・国による調査研究 等

○ もっぱら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等の支援を行う以下の施設・事業を、
通報義務等の対象として追加する。

【対象施設・事業】：保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、家庭的保育事業、
小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事
業、乳児等通園支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、意見表
明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、児童育成支援拠点事業、母子生活支援施設、児童館

施行日：令和７年10月１日

1



保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について

◆改正法においては、保育所等において虐待が発生した場合は、「所管行政庁」が必要な措置を講ずることとしているところ、児童福祉法施
行令（昭和23年政令第74号）及び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）を改正し、指定都市・中核市・児童相談所設置市（以下「指
定都市等」という。）が指導監督を行う施設等については、指定都市等を「所管行政庁」とする。

◆改正法においては、都道府県知事が毎年度、管内の市町村における虐待の状況をとりまとめて公表することとしているところ、児童福祉法
施行令及び地方自治法施行令を改正し、指定都市等における虐待の状況を含め、都道府県知事がとりまとめて公表することとする。
※改正法により、幼保連携型認定こども園については、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律（平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。）において、法律上、都道府県知事が指定都市・中核市に
おける虐待の状況をとりまとめて公表することが規定されている。

府令

政令

【①内閣府令で定める事項】
◆所管行政庁が児童福祉審議会等に報告する事項として、以下を規定する。
・虐待に係る施設等の名称、所在地及び種別
・虐待を受けた又は受けたと思われる児童の性別、年齢及びその他の心身の状況
・虐待の種別、内容及び発生要因
・虐待を行った施設職員等の氏名、生年月日及び職種
・所管行政庁等が講じた措置の内容
・虐待が行われた施設等において改善措置が採られている場合にはその内容

【②内閣府令で定める事項】
◆市町村長が都道府県知事に報告し、都道府県知事が公表する事項等として、法律上定められた事項（虐待の状況、事実確認等の講じた措
置の内容、市町村から報告を受けた事項）に加え、以下を規定する。
・虐待を行った職員等の職種

【③内閣府令で定めるところ】
◆都道府県知事等が虐待の状況等を公表する際は、ウェブサイトにおいて公表するものとする。

※幼保連携型認定こども園・幼稚園・特別支援学校幼稚部についても、上記と同様の改正を行う。
※上記の他、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第１
号）において、改正法により認定こども園法上「入園児虐待」を新たに定義したことに伴う改正等、各設備運営基準の所要の改正を行う。
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保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について

■児童福祉法（昭和22年法律第164号） ※令和７年10月１日施行時点
第三十三条の十 （略）
② この節において、所管行政庁とは、次の各号に掲げる事業、里親、施設又は一時保護の区分に応じ、当該各号に定める者を
いう。
一 児童自立生活援助事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、意見表明等支援事業又は妊産婦等
生活援助事業 これらの事業について届出を受け、又はこれらの事業を行う都道府県の知事

二 放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、家庭的保育事業等、児童育成支援拠点事業又は乳児等通園支援事業 こ
れらの事業について認可を行い、若しくは届出を受け、又はこれらの事業を行う市町村の長

三 （略）
四 乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童館、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設
これらの施設の設置について認可を行い、若しくは届出を受け、若しくはこれらの施設を設置する都道府県の知事又は国の
設置するこれらの施設が属する国の行政機関の長

五 認可外保育施設又は指定発達支援医療機関 これらの施設が所在する都道府県の知事
六 （略）

③ （略）

第三十三条の十五 所管行政庁は、前条第二項又は第三項に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置の内容、こ
れらの措置に係る被措置児童等の状況その他の①内閣府令で定める事項を審議会等に報告するものとする。

②・③ （略）

第三十三条の十六 次の各号に掲げる所管行政庁は、毎年度、自らが所管行政庁である事業又は施設に係る被措置児童等虐待の
状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置その他②内閣府令で定める事項を当該各号に定める者に報
告するものとする。
一 国の行政機関の長（内閣総理大臣を除く。） 内閣総理大臣
二 市町村長 都道府県知事

② 内閣総理大臣及び都道府県知事は、毎年度、③内閣府令で定めるところにより、自らが所管行政庁である事業、里親、施設
又は一時保護に係る被措置児童等虐待の状況、第三十三条の十四第二項又は第三項の規定により講じた措置、前項の規定によ
り報告を受けた事項その他②内閣府令で定める事項を公表するものとする。

法の条文
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保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン（概要①）

◆ 保育所等に対する実態調査を踏まえ、虐待の考え方や虐待の防止等に関して保育所等・自
治体それぞれに求められる事項等を整理したガイドラインを令和５年５月に発出。

◆ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）において、保育所等にお
ける虐待の通報義務等の仕組みを設け、法律上、通報があった場合の自治体の対応を明確
化したところ。

◆ 併せて、令和６年度には「保育所等における不適切な保育に関する調査研究」を実施し、虐
待に係る判断プロセスや判断を行う際の指標を整理したところであり、改正法や調査研究を踏
まえ、ガイドラインの内容の拡充を実施。

概要 ガイドライン目次

概念の再整理：「不適切な保育」について

◆従前、ガイドラインにおいては、「不適切な保育」を「虐待等が疑われる事案」と捉え、不適切
な保育の中には虐待等が含まれ得るものであり、不適切な保育自体が未然防止や改善を要す
るものであるとして、必要な対応を講じていく必要があるものと整理をし、また、「不適切な保育」
の外側に「こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり」があるものと整理してい
た。

◆一方で、日々保育の現場において行われる行為は、仮にその１つ１つが虐待には該当しないも
のであったとしても、日々の振り返りの中で改善が図られなければ、そうした行為の繰り返し等に
よって虐待になり得る、すなわち、日々の行為の延長に虐待があると解すべき。

◆ また、今般の改正法において、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の４つを「虐
待」と定義し、虐待が疑われる場合の通報義務を設けたことも踏まえ、ガイドラインにおいては、
「不適切な保育」や「こどもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられるかかわり」という概
念は用いず、「虐待」の概念を軸に講ずるべき対応等を再整理。

◆ この再整理は、「虐待」に該当しないものについて、未然防止や改善の取組を要しないことを意
味するものではない。前述のとおり、日々の行為の延長に虐待があるものであり、日々の保育実
践において、より良い保育に向けた振り返りが実施され、改善につながる一連の「流れ」をつくる、
そうした不断の取組が重要である。

Ⅰ はじめに
１．本ガイドラインの位置づけ
２．児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第29号）について
３．保育所等における虐待について
（１）虐待について
（２）「不適切な保育」について

Ⅱ 保育所等における対応
１．より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返り等
（１）こどもの権利擁護について
（２）各職員や施設単位で、日々の保育実践における振り返りを行うこと
（３）職員一人ひとりがこどもの人権・人格を尊重する意識の共有をすること
２．市町村等への相談
（１）虐待と疑われる事案と確認した場合
（２）虐待と疑われる事案に該当しないと確認した場合
３．市町村等の指導等を踏まえた対応
４．さらにより良い保育を目指す

Ⅲ 市町村・都道府県（所管行政庁）における対応
１．未然防止に向けた相談・支援、より良い保育に向けた助言等
２．虐待対応の全体像と体制整備について
（１）虐待対応の全体像
（２）体制整備
３．保育所等からの相談や通報を受けた場合
（１）通報受理時に確認する事項等
（２）個人情報保護との関係
（３）通報による不利益取扱いの禁止について
４．事実確認の準備と実施
（１）通報内容の情報共有の実施
（２）都道府県・市町村の連携及び対応の協議について（例：保育所の場合）
（３）乳児等通園支援事業を行う保育所において虐待が発生した場合
（４）初動対応の決定
（５）事実確認の実施
５．虐待の有無の判断、課題の整理、対応方針の決定
（１）虐待の具体的な判断過程
（２）都道府県・市町村の連携及び対応の協議について（例：保育所の場合）
（３）虐待と判断される行為の指標
（４）指標に基づく判断の具体例について
（５）判断後の対応
（６）虐待と判断した場合の対応
（７）フォローアップ
（８）児童福祉審議会への報告等
（９）虐待の状況の定期的な報告・公表

Ⅳ 参考資料 4



保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン（概要②ー１）

5

◆虐待の通報がされた場合、所管行政庁は、

①情報収集・事実確認

②虐待有無の判断・指導等の方針決定

③安全確保措置の実施・こどもに対する支援

④児童福祉審議会等への報告

等について、実施する必要があることを記載。

◆具体的なフローの例として、小規模保育事業

（市町村が所管行政庁の場合）を右に掲載し

ているため、参考にすること。

対応フロー

※保育所のように、都道府県が所管行政庁となる

一方で、市町村も子ども・子育て支援法に基づく

指導監督権限を有している場合については、次

ページを参照すること。
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保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン（概要②ー２）

6

◆ たとえば、保育所については、都道府県が所管行政庁として虐待が発生した場合の必要な措

置を講じる必要があるが、一方で、市町村も子ども・子育て支援法に基づく指導監督権限を

有している。

◆都道府県と市町村が連携して虐待への対応を行う観点から、ガイドライン上、以下のような連

携体制の整備のポイントを記載。

都道府県・市町村の連携

都道府県・市町村の役割分担・連携体制の例 体制整備のポイント

【事実確認の準備と実施】のフェーズ

１
通報を受けた都道府県・市町村は、通報内容を整理した上で、双方の担当部署

へと一報する。

あらかじめ通報があった場合の双方の担当

部署への連絡ルートを確認する。

２

通報内容を踏まえ、所管行政庁である都道府県は事実確認に向けた準備を行う。

その間、保育の実施主体である市町村が、通報のあった保育所への電話・訪問等

を行い、一次的な状況確認等による情報収集を行う。

あらかじめ通報内容に応じた対応方法を

都道府県と市町村の間で協議する。

３
市町村は情報収集の結果を都道府県に伝え、都道府県は市町村と協議の上、

事実確認の対応方針を決定する。

都道府県と市町村の担当部署とで会議

（虐待対応実務者会議）を行うなど、密

にコミュニケーションを取る。

４
都道府県が立入調査を行う場合には、市町村の担当部局も同行し、連携しなが

ら事実確認等を実施する。

あらかじめ立入調査を行う場合の対応方

法を都道府県と市町村の間で協議する。

【虐待の有無の判断、課題の整理、対応方針の決定】のフェーズ

１
事実確認を踏まえ、都道府県と市町村との間でそれぞれが保有する情報を共有し、

虐待に該当するかどうかの協議を行う。

あらかじめガイドラインを踏まえ、虐待の判

断プロセス等について、認識のすり合わせを

行う。

２
都道府県において最終的な虐待の判断を行い、指導等の方針と併せて市町村に

通知する。

都道府県と市町村の担当部署とで会議

（虐待対応実務者会議）を行うなど、密

にコミュニケーションを取る。市町村において

は、あらかじめ都道府県の指導等を踏まえ

た対応方針を定めておく。

３
指導等の後については、日頃のフォローアップは市町村が行いつつ、都道府県は改

善勧告等に基づく改善状況の確認等を行う。

あらかじめ、日頃から保育所と緊密に連携

する立場にある市町村と都道府県とで、

フォローアップの内容について方針を決める。



保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン（概要③）

◆ 所管行政庁は、虐待に関する事実確認や保育所等への指導等の措置を講じた場合には、都道府県児童福祉審議会や市町村児童福祉審議会へ報告しなければならない（改正

児童福祉法第33条の15第１項）。なお、市町村児童福祉審議会を設置しない市町村にあっては、市町村児童福祉審議会の委員に相当する者（児童の福祉に関する事業に従

事する者及び学識経験のある者であって措置の内容等に関し公正な判断をすることができるもの）をあらかじめ指定し、当該者に対して、講じた措置の内容等を報告する。

◆ 児童福祉審議会の体制（児童福祉審議会そのもので審議するのか、専門の部会を設置するのか、保育所等の認可について審議を行う部会の審議事項を拡大するの等）については、

各所管行政庁において判断。所管行政庁からの報告に速やかに応じることができることなどを含め、実効性の高い体制を整えておく必要がある。

◆ その上で、虐待に関し、専門的・客観的な立場からの意見を必要とする際には速やかな審議ができるよう、可能な限り頻回開催できるような形態を工夫することが必要。また、児童福祉

審議会等の委員については、弁護士、医師、児童福祉の専門家（学識経験者、児童福祉行政経験者、児童福祉施設関係者等）も含め、こどもの心身の状態、発達について専

門的に分析できる方や保育所等の状況を適切に判断できる方になっていただくことが必要。

児童福祉審議会等への報告

児童福祉審議会等への報告事項 報告のポイント

①通報等がなされた保育所等の情報（名称、所在地、施設種別等）
②虐待を受けた（又は受けたと思われる）こどもの状況（性別、年齢、その他心身の状況）
③確認できた虐待の状況（虐待の種別、内容、発生要因）
④虐待を行った施設職員等の氏名、年齢、職種
⑤所管行政庁において行った対応の内容
⑥虐待があった保育所等において改善措置が行われている場合にはその内容
※今後、府令において規定する予定。

◆ これらの報告については、数か月に１回程度定期的に開催する審議会の場で実施
するほか、重大な事案の場合や児童福祉審議会の委員が求めたときには、緊急に
審議会を開催し、報告することが必要である。

◆ また、児童福祉審議会等に対する報告の仕方については、所管行政庁が措置を講
じたすべての事案について概要を報告しつつ、たとえば、重大な事案や所管行政庁と
して判断に迷った事案を中心に意見を求めるなど、各所管行政庁において必要な工
夫をしつつ、より効果的な児童福祉審議会等の運用をお願いしたい。

◆ 市町村は、毎年度、自らが所管行政庁である事業等に係る虐待の状況をはじめとする下記の情報を都道府県に報告するとともに、都道府県は、毎年度、市町村から報告を受けた内

容と、自らが所管行政庁である事業等に係る虐待の状況等の下記の情報をとりまとめ、都道府県のウェブサイトにおいて公表する（改正児童福祉法第33条の16）。

※今後、市町村の報告様式及び都道府県による公表様式をお示しする予定である（今年度末を予定）。

虐待の状況の定期的な報告・公表

市町村が都道府県に報告する事項 都道府県が公表する事項

①被措置児童等虐待の状況
・虐待を受けたこどもの状況（性別、年齢、心身の状態像 等）
・虐待の類型（身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待）

②虐待に対して市町村が講じた措置（報告聴取等、改善勧告、改善命令、事業停止命令等）
③その他の事項
・施設等の種別
・虐待を行った職員の職種

①自らが所管行政庁である施設等に係る左
記の①～③の内容

②市町村から報告を受けた内容
（左記①～③）
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行為の内容 判断

３歳児のこどもが、苦手なものを食べることを嫌がったため、イ苦手を克服させ
る意図で、ア繰り返し食べるよう促していた。しかし、こどもが引き続き嫌がり、席
を立とうとしたため、席に連れ戻して、そのこどもをア大声で注意し、アこどもの口元
に苦手なものが乗ったスプーンを当てると、こどもは嫌々ながらそれを食べた。その
後も、保育士はそのイこどもが嫌々食べていることを知りながら、同様の行為をア
毎日のように繰り返した。しばらくして、保護者から、「ウ給食の時間が嫌で、こど
もが保育園に行きたがらなくなった。」と相談があった。

虐待

（考え方のポイント）
【プロセス①】
○ 行為に着目すると、「ア大声で注意し」ている点について、直ちに虐待に該当するとは言えない。
○ また、「アこどもの口元に苦手なものが乗ったスプーンを当てる」こと自体は、無理やり食事を押し込ん
でいるわけではなく、直ちに虐待に該当するとは言えない。

【プロセス②】
○ 一方で、「嫌がるこどもに無理やり食べさせる」といった行為が「ア毎日のように繰り返し」行われている
ことも勘案すると、不必要な指導が行われており、虐待に該当する。

（【プロセス③】）
○ なお、当初は「イ苦手を克服させる意図」であったが、その後、「イ嫌がるこどもに無理やり食べさせる」
以外の他の方法を検討せずに同じ行為が繰り返されており、その点において保育士の専門性に欠け
た行為であると考えられる。

○ 保育士による行為の結果、こどもは「ウ保育園に行きたがらなくなっ」ており、こどもへの重大な影響が
あったと捉えられる。

保育所等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン（概要④）

◆ 虐待に該当する事案が発生した場合には、下記のプロセスに従って判断を行う。

◆ 虐待の判断については、まずはこどもに対して行われた行為が、ガイドラインに示す虐待に該当するかどうかを検討する。その後、その行為だけでは判

断できない場合には、主として「ア 行為の強度・頻度」「イ 保育士・保育教諭等の意図」「ウ こどもの状況・こどもへの影響」を勘案し、虐待に該

当するのかを判断する。

※ まずは、行われた行為をもって、虐待と判断できるかどうかを検討するものであるため、「殴る」「蹴る」「叩く」「逆さ吊りにする」「ご飯を押し込む」

といった身体的虐待の一部などについては上記の指標を勘案する以前に虐待と判断されるものであると考えられる。

虐待の判断

虐待に係る判断プロセス 判断の指標・具体例

◆行為だけでは判断できない場合には、主として、以下を勘案し、

虐待に該当するかどうかを判断。

ア 行為の強度・頻度
イ 保育士・保育教諭等の意図
ウ こどもの状況・こどもへの影響

行
為
ベ
ー
ス
で
の
検
討

【プロセス①】
行われた行為のみをもって、虐待に該当すると判断できる

【プロセス②】
行われた行為の強度や頻度の情報をもって、虐待に該当すると

判断できる（指標ア）

NO

YES

NO

YES

【プロセス③】
行為以外の要素を勘案して、虐待に該当すると判断できる

（指標イ・ウ）

【プロセス④】
行為を行った保育士・保育教諭等への対応や保育所等に対する

処分等を検討する

※行為を行った保育士・保育教諭等が置かれていた職場環境等については、処分等の検討
に際して考慮する。

類
型
を
判
断

行
為
以
外
の
要
素
も
考
慮

YES

NO
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